
◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 出席議員も定足数に達しておりますので、直ちに本

日の会議を開きます。 

 本日の会議は、議事日程第６号によって進めます。 

 日程第１、一般質問を行います。発言通告のあった

議員は、１番 菅野修一議員、３番 安井一義議員、

４番 大類好彦議員、５番 小関英子議員、６番 塩

原未知子議員、７番 伊藤浩議員、９番 鈴木清議員、

13番 鈴木由美子議員、以上の８名であります。 

 発言の順序は、議長より指名いたします。なお、質

問、答弁を含め、１議員１時間の持ち時間制となりま

すので、質問に対する当局側の答弁は、質問者の時間

制約もありますので、ご協力をお願いいたします。 

 まず、７番 伊藤浩議員の発言を許します。伊藤議

員。 

〔７番 伊藤 浩 議員 登壇〕 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 皆さん、おはようございます。３月定例会におきま

して一般質問の機会をいただきました。どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 今年も大変な降雪量となりました。市民の皆さんも

連日、雪処理に追われ、大変な苦労をされております。

また、豪雪による除雪中の怪我や、尊い命が失われて

しまう事故も発生してしまいました。被害に遭われた

方のご冥福と１日も早いケガの回復をお祈り申し上げ

ます。 

 これから春の農作業が始まりますけれども、融雪作

業等も盛んに行われることと思いますが、安全対策を

十分に行いながら、作業を進めていきたいと願う次第

でございます。 

 それでは通告にしたがいまして、質問に移らせてい

ただきます。 

 １項目、農業を取り巻く諸問題について、３点お伺

いをいたします。 

 １点目でございますが、１月臨時会におきまして、

令和３年尾花沢産米生産支援緊急応援事業が議決され

ておりますが、以降の執行計画と見通しについてお伺

いをいたします。 

 ２点目に、来年度の肥料をはじめとする農業用生産

資材の高騰情報が出されております。市としてどんな

対策が必要と考えておられるのかお伺いいたします。

また平成20年の肥料高騰を受けまして、翌年平成21年、

国、県、市による高騰対策が行われており、同様の対

策を、今回は関係機関とともに推し進める必要がある

と考えますが、いかがでしょうか。 

 ３点目でございますが、冒頭に申し上げました豪雪

対策の一環として、農作業遅れ防止のための融雪作業

や、個人の除排雪作業に対する支援が必要と考えます

が、当局のお考えをお伺いいたします。 

 ２項目目に、除雪サービス事業の強化と運用の見直

しについて２点お伺いをいたします。 

 １点目、高齢者世帯除雪サービス事業を委託してお

りますシルバー人材センターでの、除雪作業に関わる

人材が不足しており、対応に困難な場合が発生してい

るようでございます。こんな状況を補足するためにも、

地域除雪活動グループや、個人での除雪協力者の育成

強化が必要と考えますが、いかがでしょうか。 

 ２点目に除雪サービス券の利用率向上を図るために、

高齢者世帯の見守り活動の中に、除雪サービス券を運

用できるようにしたらいかがでしょうか。当局の考え

をお伺いいたします。 

 ３点目に、鳥獣被害防止対策事業について、３点お

伺いをいたします。 

 １点目でございますが、今年度から新たにスタート

いたしました、地域ぐるみの鳥獣被害防止対策事業の

成果と、来年度への展開をどう考えているのか、お伺

いをいたします。 

 ２点目でございますが、現在、有害鳥獣被害軽減モ

デル事業として行われております電気柵設置の助成で、

山形県の補助枠が不足し、個人の負担が増えている状

況にあります。補助枠を拡大するために、どんな対策

が必要と考えておられるのか、お伺いをいたします。 

 ３点目でございますが、新規狩猟免許取得者、特に

罠免許取得者が増えております。皆さん方から効果の

ある活動を行っていただくためにも、備品購入時の助

成など内容の見直しを検討する必要があると考えてお

りますが、いかがでしょうか。 

 以上、質問席からの質問を終わらせていただきます。

答弁をお伺いしての再質問をお許しください。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 おはようございます。ただ今伊藤浩議員から大きく

３点についてご質問をいただきました。順次お答えい

たします。 

 初めに農業を取り巻く諸問題についてお答えします。 

 まず、第２弾となる市独自事業の令和３年度尾花沢

産米生産支援緊急応援事業の執行計画についてですが、



１月臨時会で可決後、２月18日に対象の農業者あてに

直接申請に係る案内を郵送しております。 

 現在は、３月１日を締め切りとして、申請があった

ものから内容の確認作業を進めている最中であり、３

月中旬の交付決定、３月下旬には口座振込を完了させ

る予定です。 

 次に、農業用生産資材の高騰に伴う対策についてで

すが、近年、世界的な人口増加による食料需給の変化

に加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響などを受

け、農業用生産資材の価格上昇が続いています。中で

も農業肥料は、原材料の大半を海外からの輸入に依存

しているため、国際市況の影響を受けやすく、世界的

な需要増加による肥料価格が高騰してきています。そ

のため、毎月開催している尾花沢市営農指導連絡協議

会でも、資材高騰に伴う対策について話し合われてお

り、農業者への営農指導を通じ、肥料や農薬の適正な

量の使用、さらには資材購入に伴う経費削減策などの

情報提供を行い、安定した農業経営の推進に向け取 

り組んでいるところです。 

 具体的な取り組みとして、市では、肥料コスト低減

の生産体系への転換を図るため、今年度、認定農業者

を対象に、土壌診断による適正施肥を学ぶための研修

会を２回にわたって開催しました。今後とも持続可能

な農業経営のため、化学肥料や農薬使用量の低減によ

る農業経営の低コスト化に向けた取り組みを支援して

いきます。 

 また、循環型農業を目指す尾花沢市エコ農業推進協

議会では、化学肥料の代替資材として市内で調達可能

な堆肥利用を推進しており、堆肥代及び堆肥散布料に

対する助成を行っています。 

 なお、平成21年度の肥料価格の高騰時には、国の施

策のもと、化学肥料の施用量を２割以上低減すること

を条件に、基準年と当年肥料価格の差額の７割を補填

する支援策が発動されたものと記憶しておりますが、

今後、農家の努力だけでは経営が成り立たないような

価格上昇が見込まれる場合には、国、県に対して農家

の実情を踏まえた、肥料価格等に対する補填対策を要

望していきたいと考えています。 

 次に、融雪作業や除排雪作業への支援についてです

が、市では、１月18日の豪雪対策本部設置後、断続的

な降雪が続く予報もありましたので、春作業に遅れが

出ないよう、融雪作業に要する経費への支援を検討し

てきました。支援の方針としては、県で２月28日に融

雪遅延に対する支援策を策定したことを受け、県と連

携して支援する準備に取りかかるよう指示したところ

です。 

 具体的には、融雪剤購入支援として10ａ当たり650

円を上限に購入経費の３分の１を、農作業道除雪につ

いては、除雪作業の委託料や機械借上げ、燃料費など

を対象に１回当たり30,000円、２回までを上限に除雪

経費の２分の１を助成する考えです。 

 農家の皆様には、令和３年産の米価の下落や肥料の

高騰など、非常に厳しい状況が続いていることは十分

理解しておりますので、営農継続に向け、少しでも農

家の皆様の負担が軽減されるよう、県と連携し、しっ

かりと対策を講じてまいります。 

 次に除雪サービス事業についてですが、現在、本市

の除雪サービス事業の受託者は、シルバー人材センタ

ーのほか、その他事業所等となっており、具体的には

シルバー人材センター以外にも、民間企業や地域団体

及び個人の方々が受託できるものとなっております。 

 今冬のような豪雪の場合、除雪作業の担い手不足が

深刻な課題となっておりますが、シルバー人材センタ

ーでも、高齢化と人口減少による人材不足が深刻化し

ているようです。特に、短期間に大雪が続いたときは、

除雪ニーズに十分に対応できない状況が近年続いてお

り、高齢者世帯には大変ご難儀をかけています。 

 市としても、除雪の担い手不足解消に向け、地域除

雪活動グループや個人の除雪協力者の育成は重要な課

題でありますので、民生委員の方々とも情報を共有し

ながら、除雪サービス事業への積極的な登録を呼びか

けるとともに、社会福祉協議会で運営する除雪ボラン

ティアセンターでの活動を通じ、地域除雪、市民の共

助の意識の醸成を図ってまいります。 

 また、本市では、地域除雪活動支援として、共助に

より安心して暮らせる地域づくりを目指し、集落内の

団体が行う一人暮らし高齢者宅や除雪困難者宅などの

除雪について、団体の所有する除雪機の借上げ料や損

害保険料、傷害保険料、事務費相当分を支援していま

す。今年度については、８団体に対し111万円を交付

しています。これらの地域除雪活動グループには、除

雪サービス事業に登録していただくことで、市で配付

している除雪券で代金の支払いが可能となるため、高

齢者世帯の皆様からは、経済的負担の軽減となり大変

喜ばれています。 

 今後、本市の高齢者人口は緩やかに減少してまいり

ますが、それ以上に共助活動である地域除雪活動グル

ープや、除雪協力者などの人材不足は顕著になってお

りますので、その育成はますます重要になってくると

考えられます。 



 除雪の担い手不足の課題については、区長会等の会

議や市報、公民館だより等で除雪活動の様子や事業内

容を広く周知し、地域除雪活動グループ等の除雪の担

い手確保、育成に努めるとともに、既に活動していた

だいている団体については、情報交換会を開催し、除

雪活動の運営状況や課題について情報の共有を図りつ

つ、より良い地域除雪活動を継続していただけるよう

支援していきます。引き続き、市民の皆様が住み慣れ

た場所で暮らし続けることができるよう努めてまいり

ます。 

 次に、高齢者世帯の見守り活動への除雪券の運用に

ついてですが、福祉ネットワーク、すなわち福祉隣組

事業では、高齢者世帯ごとに集落内の特定の協力員が

担当する仕組みとなっております。協力員の方々から

は、福祉ネットワーク事業に登録した活動のタイプ別

に、担当する高齢者世帯の家事の援助や玄関先、軒下

の除雪、雪下ろし等の活動を行っていただいています。 

 福祉ネットワーク事業で取り組む除雪作業にも除雪

券が使えるようにしてはとのことですが、福祉ネット

ワーク事業の協力員には、同事業を活用し、それぞれ

の活動に対し謝礼のお支払いをしております。担当す

る高齢者世帯以外に対する協力員の除雪活動について

も、先ほど申し上げた除雪サービス事業に登録するこ

とで、高齢者が除雪券を利用して代金の支払いが可能

となりますので、民生委員の方々とも情報を共有しな

がら、除雪サービス事業への積極的な登録を呼びかけ

てまいります。 

 次に、地域ぐるみの鳥獣被害防止対策の結果と次年

度への展開についてですが、今年度、地域ぐるみによ

る鳥獣被害防止対策事業を市内５地区で、モデル的に

実施しました。この事業は、地域におけるオーダーメ

イド型の鳥獣被害防止対策を後押しすることで、被害

の軽減はもとより、地域住民の被害防止への意識醸成

を図り、持続可能な活動を目的としたものです。２月

３日には、５地区の皆さんと今年度の取り組み事例や

今後の展望などについての意見交換会を開催し、鳥獣

被害対策を地域ぐるみで行うことで、規模の大きな対

策が可能となるなど、今後さらに効果が期待されるも

のであり、全地区から事業の継続を要望されました。 

 各地域の具体的な取り組みとしては、被害実態の見

える化と情報共有のための対策地図の作成、放任果樹

や空き家の点検などの見回り活動、追い払い隊の結成、

忌避剤の実証試験など、地域の実情に合わせた工夫を

凝らし、特色ある活動を行っていただいたようです。

併せて、その結果、どの地区でも農家と非農家で被害

状況の違いによる意識差が、共通した課題として浮き

彫りになりました。 

 次年度からは本格実施となりますので、市内全地区

を対象に公募し事業を進めてまいりますが、この取り

組みが鳥獣被害防止対策の切り札となることを期待し

ているところです。市としましては、地域の皆さんと

協力しながら、地域が一丸となり被害防止に向かう必

要性の確認や、鳥獣被害を有効に防止するための地域

意見を集約する場の設定、被害実態を地域全体で共有

できるプロセスの構築など、より良い鳥獣被害対策が

講じられるよう支援してまいります。 

 次に山形県有害鳥獣被害軽減対策モデル事業につい

てですが、簡易電気柵等の購入に際し、事業費の４分

の１以内で10万円を上限に補助しており、そこに市が

４分の１嵩上げし、合わせて２分の１補助することと

しております。しかし、今年度は県から市町村への配

分額が要望額の６割程度になっており、市の４分の１

の嵩上げを含めても３割程度の補助率に留まっており

ます。このような状況を踏まえ、重要事業要望や担当

者会議等で県へ要望しておりますが、この事業は原資

が中山間ふるさと水と土保全対策事業及び推進事業基

金であるため追加配分ができないこと、モデル事業の

位置付けで事業を実施しているため、いつまで継続で

きるか分からないとの回答をいただいております。 

 簡易電気柵は、導入当初は、主にサル、クマ対策と

して小さめの圃場に設置するケースがほとんどでした

が、近年イノシシ被害の拡大に伴い、水田に設置する

ケースも増えており、今年度の実績では全体の約４割

を占めています。電気柵を土地利用型作物の被害防止

のために活用するには、設置労力や維持管理作業のほ

か、コスト面でも設置者の負担が大きいため、引き続

き県へ強く要望してまいります。 

 次に、新規狩猟者免許取得への支援策についてです

が、市では、有害鳥獣による農作物被害を防止するた

めの活動に協力していただけることを前提に、猟友会

員の充実を目的として、狩猟免許新規取得者へ免許取

得に要する経費の補助を行っています。補助内容は、

狩猟免許取得に係る講習会受講料や受験手数料、医師

の診断料、猟友会初年度会費のほか、銃器および保管

庫の購入経費も対象としています。 

 くくり罠については、有害鳥獣被害防止対策協議会

が貸与し、有害捕獲業務に従事していただいておりま

すが、数量が不足した場合は追加購入することも検討

します。最前線で活躍する捕獲員と連携を図りながら、

今後も活動を適格に支援し、良好な運用を図ってまい



ります。以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 ご答弁ありがとうございました。何点か再質問させ

ていただきたいと思います。 

 まず冒頭でございますが、今年度そして昨年度と、

２年続きの米価下落がございました。２年間で28.8％

という、かつてない大きな下落幅だったわけでござい

ますが、私は12月定例会から、継続して農家の救済を

訴えてまいりました。尾花沢市の単独の支援として、

現在まで10ａ当たり3,000円という、市としては精一

杯の支援をしていただいたと思っております。市長は

じめ、市当局の皆様のご努力に感謝を申し上げたいと

思います。 

 現在、支援の第２弾の施策が進められておりますが、

ご答弁によりますと、３月１日で締め切りを終わって

いると。今の現状でですね、第１弾に申請された方が、

皆さん第２弾の申請が終わっているかどうか、確認し

たいと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 第２弾の集約の状況でございます。こちらの手続き

につきましては、３月１日付けで各集荷業者さんに提

出という形で取りまとめをさせていただいておって、

その集荷業者さんから市のほうで書類をいただいて、

今取りまとめ中でございます。現在は第１弾の７割程

度の集約というふうになってございます。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 お願いになるんですけれども、もしですね、やっぱ

り提出を忘れてしまったとか、３月１日までどうして

も出せなかったという方が、中にはおられる可能性も

あるかと思います。第１弾の実績があるわけでござい

ますので、その実績を見ながらですね、もし第２弾で

漏れのあった皆さんについては、ぜひ市のほうからフ

ォローしていただくような検討もお願いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 伊藤議員仰るとおりだと思います。市のほうでも、

各集荷業者さんから個別に連絡を取っていただいてい

るという情報を得ておりまして、３月１日が個人申請

の締め切り、あと市のほうの提出締め切りを先週とし

てございましたので、今日月曜日に、また集荷業者さ

んにその内容について、取りまとめの状況について確

認をさせていただいているところでございます。以上

です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 よろしくお願いいたします。２点目のですね、本当

にこれ農家の皆さんにとっては、米の下落と、またダ

ブルパンチのような、強い衝撃を受けておられるかと

思います。昨年の秋以来ですね、この肥料高騰という

ふうな情報がどんどん出ておりました。肥料は春渡し

と秋渡しというふうな内容になるんですけれども、昨

年の秋渡しの肥料で既に５％～７％ほどの値上げとな

っております。そして今回、私が今聞いております情

報によりますと、春渡しの肥料の値上げ予想値として、

窒素質の肥料は18％、リン酸質が4.5％～５％、カリ

質が10％～17％、秋渡し価格よりもさらに値上げされ

るというような情報でございます。さらに肥料以外に

も、ビニールにおいては約25％、ポリエチレンについ

ては２割、20％の高騰が見込まれるというような情報

を伺っております。この背景としては、12月定例会の

中でも申し上げましたが、昨年10月に日本の肥料原料

の７割を輸入しております中国が、肥料原料の輸入検

査を実施いたしました。このことで、輸出量が大幅に

減ったというふうな背景がございます。また、現在の

原油の高騰、原油を材料とする肥料もございますので、

当然関わっていると思います。あるいは、為替相場で

の円安や、国際的ないわゆる貿易摩擦、いろんな要因

が絡み合った背景というものが出ているのではないか

なというふうに思います。 

 平成21年に実施された、これあの平成20年、前年度

に25％ほどの値上がりがあったというふうなことを受

けて、国のほうも含めて、緊急対策事業として行われ

た内容でございますが、答弁にもございましたが、平

成19年と20年の、ここの実績を比較しておりました。

農家の皆さん方からは、やはり一番先に努力をしてい

ただかなければならないというようなことで、なるべ

く肥料を使わないような農作業、農業経営にあたって

いただきたいというようなことを前提といたしまして、

私の当時の資料もございましたので、見てみましたら、

当時私は2.2haの水稲を耕作しておりました。平成19

年にかかった実績が31万2,380円でございました。翌



年肥料の高騰があった年は、39万3,600円というふう

な実績でございました。この差額８万1,220円あった

わけでございますけれども、先ほど答弁内容にござい

ましたように、これの７割、数値で言いますと５万

6,854円の助成をいただいております。答弁では、今

後状況を見ながら、国や県に要望していきたいという

内容でございますけれども、今の状況を見るとですね、

もうほとんどこの状況で推移するのではないかなとい

うふうに私は思っております。冒頭に申し上げました

ように、農家の皆さん方が、減収なおかつ生産資材の

高騰というふうな大変な状況に置かれるのが、私はほ

ぼ明確でないかなというふうに思っております。今一

度お伺いしたいんですが、この平成21年度に実施され

た内容について、具体的に関係機関の皆さんと一緒に

ぜひ要望していただきたいと思います。今一度、農林

課長お願いします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 先ほど市長答弁にもありましたとおり、やはり農家

の努力だけでは経営が成り立たなくなるような価格の

変動、こちらのほうはどうしても避けていかなければ

いけないというふうに考えてございます。営農指導連

絡協議会の中でも、まず一番は適正な施肥の方法につ

いて、現場での営農指導を強化して経費の節減に努め

るというのが第１点でございます。その他、価格補填

につきましては、やはり21年度は、国の施策を活用し

たからこそ７割補填になっているという点が、非常に

あのポイントであるというふうに思ってございます。

やはり全国的な価格の上昇というのを鑑みますと、ど

うしても国、県の支援策に頼らざるを得ないというこ

とは否めないこともありますし、また先般、販売店の

皆様とちょっとお話する機会がございました。販売店

の皆様も、こう言ったらあれなんですけれども、身を

切るような努力のほうなされているなというふうにも

思ってございます。やはり全国的な対策が必要な状況

であるということは十分理解してございますので、今

後も機会を捉えまして訴えかけてまいりたいというふ

うに思ってございます。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 ぜひよろしくお願いしたいと思います。米価は水稲

だけでございますが、今回の肥料の高騰は、農家の皆

さん全体です、対象は。このことを踏まえて、強い訴

えを、今後関係機関と一緒に行っていただきたいとい

うお願いをさせていただきます。 

 ３点目の融雪対策でございますが、本当に昨年と比

べても、もう終わりがないような降雪の状況でござい

ます。昨日、一昨日２日間で、私の家の前では約40㎝

の積雪がございました。本当にいつになったら収って

てくれるのかなという思いで、これでもか、これでも

か、これでもかと心の中で言いながら、除雪作業をや

ってきたわけでございますけれども、そろそろもう春

の準備、春の農作業の準備に入る方もいらっしゃいま

す。育苗ハウスの建設予定地等の除雪もやっている方

も見えるようになりました。質問に対してでございま

すけれども、答弁を伺いますと、現段階で個人が自分

の施設の除排雪をする場合の助成、まだ出てこなかっ

たようでございますけれども、今後、昨年よりも多い

この降雪、これに対応するためにも、ぜひ個人の除排

雪、融雪作業は10ａ当たり650円という上限の数値が

出されておりますけれども、除排雪作業についても個

人も該当できるように、ぜひお願いしていきたいと。

昨年もここで訴えたわけなんですけれど、残念ながら

結果的にはできませんでした。今年度はぜひ実施して

いただくようお願いしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 ご質問にお答えをさせていただきます。こちらのほ

うの融雪剤の共同購入につきましての支援であります

けれども、これ前回よりも支援額のほうもアップして

ございます。500円を650円ということで、県の独自の

施策でございますけれども、だいぶ前進していただい

たなというふうに思ってございます。また、個人の支

援ということでありますけれども、今現在は集荷業者

さん単位での取りまとめ、及び３戸以上の農業者で集

まっていただければ、支援の対象になるということも

ありますので、この点を十分に活用していただきたい

なというふうに思いまして支援内容のほうを周知をさ

せていただいてございます。 

 ２月28日の発動以降、地域の皆様に配布のほうをお

願いいたしまして、３月18日までの購入分が対象とい

うふうにさせていただいておりますので、まだ十分お

時間のほうございますので、隣近所を合わせて３戸以

上の農業者の方がまとまったのであれば、というかそ

ういうふうに持っていっていただいてですね、支援の

対象の中という形で対応していただければと。皆様方



からも、ぜひそういうことで周知などもしていただけ

ればというふうに思ってございます。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 ただ今、いわゆる市からの周知内容、ちょっと私、

大変申し訳ありません、まだ確認しておりませんでし

た。ぜひ中身を確認して対応したいというふうに思い

ますけれど、今のご答弁によりますと、共同的な部分

というふうな助成という、共同部分への助成というふ

うに理解したわけなんですけれども、全くの個人の場

合は、現在の場合はまだ予定はないというようなこと

でよろしいでしょうか。確認させてください。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 この紙を地域の農事連絡員の方を通しまして、配布

をさせていただきました。チラシの中には、共同購入

以外は助成の対象となりませんので、ご留意ください

という形でご案内を差し上げてございます。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 やっぱりですね、共同でどうしてもできない、個人

の対応しかできないというふうな部分も出てくるんで

はないかなと私は思います。ぜひその枠を広げて、個

人の場合も対応できるような取り組みをお願いしたい

と思います。 

 次、２項目目のですね、除雪サービス事業の強化と

運用見直しというふうな部分についてお伺いしたいと

思います。今尾花沢市の中で、除雪サービス券、昨年

度実績で２万4,130枚の発行というふうにされており

ました。資料によりますと、昨年度の利用率84.1％と

いうことでございましたので、約4,000枚ほどの除雪

サービス券が活用されずに残ってしまったというよう

な状況であったのではないかというふうに思います。

背景はいろいろあるかと思いますけれども、やはり一

番大きな問題として、降雪はやっぱり尾花沢で同時に

起こるわけですから、需要が集中してしまうというふ

うなことも一番ではないかなというふうに思います。

シルバー人材センターさんからも、いろいろ情報を伺

ってまいりました。今現在、登録していただいている

会員の方、233名いらっしゃるそうでございます。そ

のうちの除雪作業に関わっていただける方、これは降

雪前にきちんと安全講習を開催して、それを受講して

いただいて除雪作業にあたっていただくというような

方でございますけれども、233名中80名だけです。尾

花沢市全体で。しかも平均年齢が73歳ぐらいというふ

うなお話も伺いました。やっぱり尾花沢市全体で行う

事業としては、シルバー人材センターさんへの委託部

分だけでは、やっぱり足りなくなってきているという

のが現状かと思います。４年前に個人の除雪受託者を

事前登録していただいてというような提言をさせてい

ただきました。現在19名ですね、個人で登録していた

だいて、除雪作業に協力していただいているというふ

うな状況でございます。あと企業の登録18社というこ

とでございました。そして各地域の中で除雪をしてい

ただける地域のグループが、今８団体でございました。

このうち２つのグループは実際、この除雪サービス券

を使って、除雪作業に今あたっていただいているとい

うことでございますが、この最後に申し上げました地

域で活動していただけるグループ、これをさらに育成

していく必要があるというようなご答弁もいただいて

おりますが、やはり地域の中で、いろいろ対応に困難

な部分もあるかと思いますけれども、やはりこれは行

政側のほうからですね、こういうふうな育成をしてい

くということをもっと強く、政策として進めていく必

要があるんではないかなというふうに思いますが、社

会教育課のほうで担当していただいております。いか

がでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   敏 君） 

 今現在、地域除雪活動ということで８団体が活動し

ているところでございます。各団体が一堂に介して情

報交換会の場を設けまして、それぞれの団体での良い

ところなどの取り組みなどを情報共有しながら、活動

のほう継続していただいて、さらにそういった活動を

市報ですとか市のホームページ、または区長会などの

場で、こういった除雪の活動あるんだよということを

広く周知のほうさせていただきまして、今やっている

８団体以外にも、団体の育成、活動の支援をしていけ

ればなというふうに考えているところです。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 現在の支援していただいている内容がですね、除雪

機の借上げ分の助成とか、それから保険料、この年間

111万円というのはその数字かなというふうに思いま

すけれども、ぜひこの内容の見直し等も行っていただ



きながらですね、各地域の中で、できればそういうグ

ループがどこにでもありますよというぐらいのレベル

まで、最終的にはやっていただきたいというのが私の

要望でございます。この活動、強いてはですね、やっ

ぱり地域の中での絆づくりというふうな部分にもつな

がってくる、本当に大事なことなんではないかなとい

うふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 ちょっと私も事前の調査不足の部分がございました。

福祉隣組、今高齢者の皆さんの見守り活動としてやっ

ていただいておりますけれども、ぜひ先ほど言いまし

た除雪サービス券、これが本当に100％有効に使われ

るというような状況をクリアする意味でも、この活動

の中に入れていただければなという思いがあったんで

はございますけれども、実際、現段階でもこの登録し

ていただければ運用は可能というふうなことでござい

ましたので、ぜひこの辺りをもう一度周知していただ

いて、なるべく多くの皆さんからご協力いただけるよ

うにお願いしたいと思います。 

 最後の鳥獣被害防止対策でございますけれども、モ

デル事業として今年度５地区でスタートいたしました。

皆さんのお話等、私もいろいろお伺いをしましたが、

やはり１番良いのは、地域全体で意識が共有できるよ

うになったことというふうに申しておりました。個人

個人のいわゆる点としての対応から、地域全体という

ことで大きな枠組みの取り組みができるというような

ことでございます。来年度、さらに本年度と同額程度

の地区を増やしていく予算が計上されておりましたけ

れども、被害に遭っているところ、やっぱり全地区で

できればできるような、地域ぐるみの鳥獣対策事業と

して、将来的な目標を持っていただいて進めていただ

くようにまずお願いしたいと思います。 

 答弁の中にもございましたけれども、やはり地域が

一体でありますと、いろんな意見が出てまいります。

この市のこの事業だけでは対応できないような、大き

なスケールの話もございました。そうなった場合です

ね、やっぱり規模の大きな事業が必要だというふうな

部分が見えてきた時に、これとてもじゃないですけれ

ども、やっぱり市だけで対応するのは無理だよという

ふうに思います。その際、やっぱり国や県とタイアッ

プした、いわゆるモデル事業的な部分を進めていかな

ければならないんではないかなというふうに思います

が、いかがでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 今伊藤議員仰ったとおり、市のほうでも市単独事業

の枠に収まることなく、各地域での話し合いがこう盛

り上がってですね、対策の強化を図りたい、またハー

ド的な整備なども行いたいという話も聞こえてまいり

ました。こういった場合はですね、内容によりますけ

れども、既存の国、県の支援策に合致する部分も非常

に多くございます。地域の方とお話し合いをさせてい

ただきながら、上への補助事業へのステップアップと

いうものも当然考えてございます。そのようなことで、

今後とも地域との良好な関係のほうを築いてまいりた

いというふうに思ってございます。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 前に広島県のほうに行政調査で赴いた時でございま

す。やはり集落全体を柵で囲っているというふうな事

例もございました。議会の中でも申し上げたことある

んですけれども、ただ尾花沢の場合は、やはり冬期間

の雪は、これはもう、その一旦取り付けしたものをそ

のままというわけにはいかない。秋に降雪前に柵を外

して、また春には取り付けをするという作業を、年々

やっぱり繰り返していかないとできないような内容で

ございました。ここまでは無理といたしましても、そ

れぞれの地域の中で、いろんな意見が出されているよ

うでございますので、ぜひ市だけでできないものにつ

いても、なんとかやっていくというような方向性をも

ってですね、対応をお願いしたいというふうに思いま

す。 

 ２点目の電気柵設置の補助事業でございますけれど

も、今年度の実績をお伺いいたしました。68件実績あ

ったわけでございますけれども、そのうちの46件が県

と市の対象になりました。いわゆる５割の助成を受け

ることができた、残り22件については、市の単独の部

分、いわゆる25％の助成ということになってしまった

と。答弁にございますように、県に補助額を申請して

も、６割程度しかきていないというような現状でござ

いますけれども、いわゆるこの電気柵設置事業を県の

モデル事業として進めてきた内容であるがために、有

害鳥獣被害軽減モデル事業ですね、いつまで継続でき

るか分からないような内容がございましたので、これ

県のほうの対応としてですね、やっぱりモデル事業で

はなくて、今の現状を見たら、この鳥獣被害を防止す

るためには継続してやっていかなければいけない事業

ではないかなというふうに私は思います。このあたり



も県のほうにぜひ強力的に訴えていただきまして、な

んとか皆さん方の希望に、いわゆる５割助成できます

よというふうな部分を増やせるように、ご努力をお願

いしたいと思います。 

 あとこの事業でどうしてもですね、駆け込み的な申

し込みが増えてくるというような担当の方のお話もご

ざいました。周知、いわゆるこの事業の内容説明につ

いては、毎年やっていただいていると思いますけれど

も、さらにいついつまでに希望をしてくださいと、県

の対応、補助の部分を多くするためにも、きちんとし

た締切日を設けて対応していただければ、いくらかは

今の状況よりは進展できるのではないかなというふう

に思いますが、そのあたりはいかがでしょう。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 県のモデル事業、いわゆる補助事業なもので、例年

４月１日か15日号かで事業の周知をさせていただいて

ございます。当然締切日を設定した事業の周知という

形をさせていただいてございます。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 来年度の予約の部分というような枠も設けて、今対

応していただいているようでございますけれども、ま

ず答弁にもありました、最近は尾花沢の中でも、水田

全体を囲っているというようなところも見えてきてお

ります。こうすれば規模的にも、今までの自家菜園と

かそういう畑の部分から見れば、規模的にもかなり大

きくなるというような状況かと思いますので、県のほ

うに対しましては、先ほど申し上げましたように、な

お一層の強力な支援と要請を訴えていただきたいとい

うふうに思います。 

 最後の狩猟免許取得者の助成拡大の部分なんですが、

これ特に罠免許ですね、本当に増えています。大変あ

りがたいことだと思っています。これも１つには、地

域ぐるみによる鳥獣被害防止対策事業、これの影響も

あるんではないかなというふうに私は思っているとこ

ろでございます。ご答弁の中では、鳥獣被害防止対策

協議会、こちらのほうを通しての支援というふうなこ

とでございました。実際今年度、常盤地区で新規の免

許取得者が７人になりました。当然活動を続けるには、

そういう機材が必要になるわけでございますので、ぜ

ひその協議会の要望に沿った機材の増設を進めていた

だくようお願いを申し上げまして、私の質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 以上で、伊藤浩議員の質問を打ち切ります。ここで

10分間休憩いたします。 

 

             休 憩  午前11時01分  

             再 開  午前11時10分  

 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 再開いたします。 

 次に13番 鈴木由美子議員の発言を許します。鈴木

由美子議員。 

〔13番 鈴木由美子 議員 登壇〕 

◎13番（鈴 木 由美子 議員） 

 通告にしたがい大きく３点質問させていただきます。 

 初めに循環型社会に向けた再利用促進と地域活性化

についてですが、環境基本計画改訂に当たり、ごみの

削減と分別強化、リサイクルの推進が課題になってお

りますが、不用品交換会やフリーマーケットに今後取

り組みたいとアンケートに回答した市民の割合が

45.7％、いつも取り組んでいる、時々取り組んでいる

の回答を含めますと62.9％と、関心度が高いことが分

かりました。現在も市報で「譲ります」コーナーを設

けているとのことですが、出品者が以前より少なくな

ってるとお聞きしました。今後どのように市民の声を

反映させて取り組んでいきますか。 

 市民の考え方も変化している中で、新たな方法も取

り入れる必要があると考えます。フリーマーケットア

プリ運営会社のメルカリや、ソウゾウも循環型社会を

目指すため、自治体と協定の締結に取り組み始めてい

ます。本市のごみの減量化をはじめとする課題解決や、

資源を有効に活用した活動を通じて、地域活性化、市

民サービスの向上を図ることを目的に、包括的な協定、

例えば農産物の販路拡大や災害時の義援金なども含め

て締結されてはいかがでしょうか。 

 次にゼロカーボンシティ宣言をどう実現するのかに

ついてですが、本市では昨年５月６日にゼロカーボン

シティ宣言を行い、再生可能エネルギーの活用とエネ

ルギーの地産地消に取り組むことを表明いたしました。

時を同じくして、政府は６月に地域脱炭素ロードマッ

プを策定し、2050年までに温室効果ガス排出をゼロに

するための工程を示し、そのために今後５年間は、人

材、技術、情報、資金を積極的に支援し、2030年度ま

でに少なくとも100ヵ所の脱炭層専攻地域を作ること

を目指すとしています。そして自治体向けに新年度予



算として、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金200億

円を計上いたしました。昨年３月に視察しました米沢

牛の４割を生産する飯豊町では、家畜排泄物を活用し

たバイオマス発電所を行っております。年間１億

5,000万円の売電収入があり、投資した10億円は７年

程度で完済し、以降12年から13年は利益として見込ん

でいるそうです。１トン当たりの処理料も100円と格

安で、液肥は農地に還元され、固形物は牛舎の資機材

に活用しており、全国からたくさんの視察が訪れてい

ます。このようなバイオマス発電は、飼育牛9,000頭

を超える本市としても、積極的に取り組むべきではな

いでしょうか。お尋ねをいたします。 

 またバイオマス発電に加えて、日本三雪の豪雪地だ

からこそできる雪氷熱を活用した雪冷房や、雪室の活

用とともに、多くの河川や用排水路を活用した水力発

電なども含めて、再エネ資源の宝庫である本市こそ、

脱炭素先行地域に名乗りを挙げ、地域脱炭素移行・再

エネ推進交付金を積極的に活用すべきと考えますが、

市長のご所見をお伺いいたします。 

 続きまして、書かない窓口の導入についてですが、

本市の第７次総合振興計画では、デジタル技術を活用

したスマート自治体の構築や、行財政改革により業務

の効率化を推進し、よりきめ細やかで利便性に優れた

市民サービスを提供するとしています。そこで住民が

申請書を書かずに住民票などの交付が受けられる、北

見市役所の書かない窓口が国や他自治体の注目を集め

ています。市内のＩＴ企業と窓口支援システムを共同

開発し、市民が申請書を書く手間をなくしたほか、複

数の手続きが一度で済むワンストップサービスも実現

しました。この書かない窓口の導入は全国に広がりつ

つあり、スマート自治体を目指す本市としても、導入

に向けた取り組みを開始すべきと考えます。市長のご

所見をお伺いいたします。 

 以上、質問席からの質問を終わります。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 鈴木由美子議員より大きく３点についてご質問をい

ただきました。順次お答えいたします。 

 循環型社会に向けた再利用促進と地域活性化につい

てですが、現在改訂作業を進めている環境基本計画の

柱の１つに、ごみを出さないライフスタイルの推進を

掲げております。市報の「譲ります」コーナーについ

てですが、尾花沢市リサイクル・データバンク事業と

して、譲りたい物やあげたい物等を紙面に掲載し、問

い合わせがあった場合に当事者間で交渉等を行ってい

ただきます。事業が開始された平成11年度当時は、数

多くの出品がありましたが、近年では、平成28年度と

令和２年度に１件の出品となっています。現状では、

コロナ禍で対面が難しいことや、リサイクル店へ手軽

に持ち込める環境もあり、時代にマッチしなくなった

ものと考えています。 

 議員からは、フリーマーケットアプリ運営会社との

協定の締結についての提案ですが、新聞記事によれば、

山形市では２月３日に地方創生の推進に係る包括連携

に関する協定を株式会社メルカリ及び株式会社ソウゾ

ウと締結したとのことです。協定を締結するメリット

は、市が間に入ることによって市民がアプリに出品し

やすくなり、市民から出される再利用できる不要物品

をリユースする１つの手段として活用いただくことで、

ごみの減量化を普及啓発していくことができるものと

考えます。 

 また、メルカリの中のメルカリショップスでは、例

えば市場で規格外となる農作物についても、全国に向

けて販売することができますので、廃棄するものの削

減や有効活用につながるものと考えられます。 

 現在、メルカリと協定を締結している自治体は全国

16自治体で、県内では山形市が初の締結となっており、

自治体の取り組みは始まったばかりですが、循環型社

会の形成に向け有効な手段の１つと考えられますので、

先進事例を研究し、市民の皆様のニーズもお聴き 

しながら検討してまいります。 

 ゼロカーボンシティへの取り組みについてですが、

今日の環境政策は世界規模で、地球温暖化防止に向け

たＣＯ２削減施策を積極的に推進することが求められ

ています。本市で現在改訂中の環境基本計画において

も、このような視点に立って、従来の森林や水資源等

の自然環境保全、ごみ減量やリサイクルの推進に加え、

カーボンニュートラルな社会を目指し、再生可能エネ

ルギーを活用するための施策を、喫緊の課題として中

心的な施策の柱に据えて、重点的に推進することとし

ております。 

 この環境施策の推進のためには、まずは、ベースに

なるものとして、環境セミナーや環境教育の充実を通

して、市民の皆様の環境に対する意識改革と、具体的

な行動やライフスタイル自体も変えていく必要があり

ます。このため、令和４年度には、意識改革の事業に

取り組むとともに、市民の一般住宅向けの再生可能エ

ネルギー設備導入事業費補助金に、太陽光発電と薪ス



トーブ等の木質バイオマスなどを複合的に整備し、通

年で再生可能エネルギーを活用できるようにする場合

に補助金を割増上乗せしたいと考えています。また、

蓄電池及びビークルトゥホーム設備という電気自動車

のバッテリーを自宅の電源として利用できるシステム

を対象に拡充するなど、尾花沢市の環境や生活スタイ

ルに合った再生可能エネルギーの推進を図っていく考

えです。 

 ご提案の家畜排泄物を活用したバイオガス発電につ

いては、県内でも幾つかの実例がありますので、肉牛

の一大産地である当市としても、検討すべき重要課題

の１つと捉えております。これまでも、プラントの専

門事業者から、現地視察の上アドバイスを頂戴し研究

してきました。この発電方式は、ガスを作り出すメタ

ン発酵の過程でＣＯ２を消費するため、カーボンニュ

ートラルの観点から注目されている、再生可能エネル

ギーといえます。さらには、これを畑に放置されたス

イカの処理にも活用できないか、発電した電気をどう

活用するかといった観点も含め、多角的に情報収集や

研究を行っています。今後さらに国内での先進地視察

も行いたいと考えていますが、新型コロナの影響で延

期されている状況です。家畜排泄物処理による発電設

備は、さまざまな方式が存在するため、本市に適した

処理方法を見極めるため、引き続き調査、研究してま

いります。 

 次に、国の脱炭素先行地域への取り組みについての

提案ですが、当該地域に設定されるには、家庭や民間

企業が消費するエネルギーの全てを、再生可能エネル

ギーと省エネによる電力量の削減で賄うことで、電力

消費に伴うＣＯ２排出の実質ゼロを目指すための計画

を策定する必要があります。 

 ご提案いただいた脱炭素先行地域に選定されれば、

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金など、今後実施さ

れる地方自治体の公共施設の再エネ設備導入等に対し

て財政支援を受けることができます。すなわち、市が

市内全体の脱炭素化を推進するとことにより、公共施

設やソフトの環境施策に交付金が交付される仕組みに

なっております。 

 本市では、これまで、水資源を活用した鶴子発電所、

村山北部発電所が既に稼働しているほか、民間事業者

による風力発電や小水力発電の整備が計画されており

ます。公共施設においても、庁舎の空調に雪冷房やペ

レットボイラーの活用、地中熱を利用した融雪装置を

庁舎屋上やサルナートに設置しています。さらに、道

の駅や徳良湖温泉への太陽光発電設備の設置などにも

取り組んできました。しかし、この制度の条件に合致

するには、今後、本市の現状や今後の見込みも含めた

数値の精査を行う必要があり、一般住宅や事業所も含

めた市全体のさらなる省エネや、再エネルギー設備設

置の取り組みが必要となると考えられますので、ゼロ

カーボンシティの実現に向け、取り組みの一層の推進

を図っていく必要があります。 

 現在改訂中の環境基本計画においても、行政のみな

らず全ての市民、事業者が一致して取り組むべき脱炭

素、カーボンニュートラル社会を実現するための尾花

沢らしい施策、またこれに加えて、水力発電などの地

域の再生可能エネルギーによって付加価値を創出し、

これを地域内で循環させることにより地域振興につな

げていくための仕組み作りなど、本市の実情を踏まえ

たさまざまな取り組むべき課題や施策の方向性を整理

し、鋭意策定作業を進めております。計画に搭載され

た施策の推進に当たっては、ご提案の地域脱炭素移

行・再エネ推進交付金の活用も念頭に置きながら、よ

り効果の高い施策推進を目指し、ゼロカーボンシティ

の実現に向けて着実に取り組んでまいります。 

 次に、書かない窓口の導入についてお答えいたしま

す。 

 これまで市役所の窓口で発行していた証明書は、昨

年11月より、マイナンバーカードを利用して全国のコ

ンビニエンスストア等で取得することが可能になりま

した。毎日６時30分から23時まで、専用のマルチコピ

ー機で画面の指示にしたがい入力することで、どなた

でも簡単に各種証明を取得することができます。 

 また、今定例会の補正予算に上程させていただいた

住民基本台帳システムの改修では、マイナンバーカー

ド所持者がオンラインで転出届を提出すことが可能に

なり、同時に転入先に転入予約を行うことで、その後

の手続きがスムーズにできるようになります。運用は

令和５年２月頃の予定です。 

 議員からは、北海道北見市の事例をご紹介いただき

ました。本市においても新年度予算の編成にあたり、

書かない窓口と同様の機能を持つ、かんたん窓口シス

テムの導入を検討してきた経過がございます。このシ

ステムは、来庁者自身がタブレット端末の質問に答え

ると、必要な手続きを自動判定し、氏名や住所等が印

字された申請書が印刷されるものとなっております。

かんたん窓口システムは、利便性の高いシステムであ

ると考えておりますが、コンビニ交付もスタートして

おり、来庁者数や費用対効果を考慮すると、優先順位

は低いものと判断したところです。 



 本市では既に窓口のワンストップ化を行っており、

申請様式への記名は一度で済み、出生、死亡、転入、

転出など、多課にわたる届出や手続きについては、担

当者が窓口に出向き対応しております。対面での申請

を望まれる住民の方も多く、引続き窓口での対応も重

要と考えておりますので、課を越えた人に優しくあっ

たかい対応を心掛けていきます。 

 なお、国では自治体の情報システムの標準化・共通

化を令和７年度を目標に進めており、市町村窓口での

手続きのオンライン化も進めています。これにより、

行政手続きを取り巻く環境が大きく変わることが予想

されますので、今後とも国の動向を注視しながらしっ

かりと対応してまいります。以上、答弁とさせていた

だきます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木由美子議員。 

◎13番（鈴 木 由美子 議員） 

 再質問させていただきます。初めに１番最初の項目

についてですけれども、環境基本計画の柱の１つに、

ごみを出さないライフスタイルの推進を挙げておりま

す。市民一人ひとりから出される不要品のほか、公共

施設から出される不要品の処理ということもいろいろ

今後は問題になるのではないかと思われますが、経費

がかかったりすると思われます。その辺については、

いかがお考えでしょうか。 

 また、再利用の点でですが、身近なところで、塵も

積もれば山となる、すばらしい取り組み事例がありま

すので、ちょっとご紹介したいと思います。尾花沢中

学校でコピー用紙の包み紙を取っていまして、簡単な

封筒を作って再利用していらっしゃいます。これは封

筒を１回１回使い捨てるのはもったいないので経費削

減と再利用というすばらしい取り組みだと思います。

ちょうどコピー用紙の包み紙が、あの裏面が、防水加

工になっておりますので、中の印刷物などを濡らしに

くいようになっているので、大変すばらしいアイデア

だなと思っていまして、そちらは支援員の方の創意工

夫だそうです。これは学校の封筒の経費節減にもつな

げている優良事例だと思います。こういった考えを市

役所内でも広げてぜひ取り組んでいただきたいと思い

ますが、そういった点についてもお伺いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 環境エネルギー課長。 

◎環境エネルギー課長（本 間 孝 一 君） 

 お答えいたします。まず市の不要物についてという

ことでありましたけれども、先日山形市のほうでメル

カリと協定を結んだということで、ちょっと電話して

お聞きしたところです。協定の中身についてですが、

市民が出される不要物について、メルカリなどの利用

を促していくというものでありますけれども、そのほ

かにも、市で出た不要物なども、メルカリのほうに出

品していくというようなことを考えてらっしゃるよう

であります。でありますので、メルカリとの協定とい

うことにつきましても、これは知らない人同士が売買

するということでありますので、メリット、デメリッ

ト等を十分調査した上で、協定については検討してい

きたいと考えております。 

 また、コピー用紙の包み紙の再利用ということであ

りますが、こちらは市のほうでもリサイクルというこ

とで、不要になった用紙ですとかそういったものは、

収集しているような状況であります。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木由美子議員。 

◎13番（鈴 木 由美子 議員） 

 再利用の件につきましては、公共施設の中の備品関

係はたくさんの不要品が出ると思われますので、なる

べく再利用をお願いして、経費の節減にも努めていた

だけたらと思います。 

 もう１つ質問ですけれども、このメルカリとの協定

の中で、各地でさまざまな災害が発生しておりますの

で、災害時の義援金を募るという方法も、協定の中で

お話をされている市町村もおありだとお聞きしていま

す。本市としては、そういった義援金、寄附金に関し

ては、どのようにお考えでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。山形市さんのほうで、株式会社

メルカリ及びソウゾウとの「地方創生の推進に係る包

括連携に関する協定」の中では、４項目、連携項目が

ございます。その中で、災害対策に関することという

ことが謳われております。メルカリ様のほうでの地域、

自治体との連携の中で、災害に関することの具体的な

内容としましては、災害時における義援金募集の仕組

みの構築などとされている自治体があるようでござい

ます。中身を申しますと、メルカリのメルペイ機能を

使っての義援金を募ることが可能となるような取り組

みでございます。事例を確認しますと、災害義援金だ

けでなく、まちづくり全般への寄附が可能となってい

るような内容でございました。先ほどの市長答弁にも



ありましたとおり、先進事例を研究しまして、メリッ

ト、デメリットを踏まえた上で検討していきたいと思

います。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木由美子議員。 

◎13番（鈴 木 由美子 議員） 

 よろしくお願いいたします。協定でありますので、

まずはメルカリさんと手を取って、いろんな地域の課

題解決に向けて、話し合う場を作られるというのが、

一番先決なのではないかと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 続きまして、ゼロカーボンシティ宣言についてであ

りますが、第７次尾花沢市総合振興計画では、尾花沢

ならではの再生可能エネルギーを推進するとしており

ますが、さまざま今でもやってらっしゃいますけれど

も、それでもなお、尾花沢ならではの再生可能エネル

ギーとは、どのようなものを想定されているのかをお

伺いいたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 環境エネルギー課長 

◎環境エネルギー課長（本 間 孝 一 君） 

 尾花沢市ならではの再生可能エネルギーということ

でありますけれども、現在、民間事業者さんのほうで

風力発電、それから小水力発電ということで進められ

ております。先日、環境基本計画策定のための環境審

議会ということで開催したわけなんですけれども、そ

の中では、尾花沢は水が大変豊富であるということを

お聞きしました。水利権等の制約等もあるようであり

ますけれども、そういった豊富な水なども、今後市の

再生可能エネルギーとしては、十分活用できるのでは

ないかなと考えたところです。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木由美子議員。 

◎13番（鈴 木 由美子 議員） 

 尾花沢は大変水が豊富で、雪が多いということはそ

ういう利点にもつながっているのかなと思うところで

す。ですが平成２年度の、尾花沢の特産品と言われる

飼育牛は2,019頭と報告されておりました。このうち

バイオマス発電に活用できるのは、何頭程度と考える

のかをお尋ねいたします。 

 また、肥育牛が増える一方、水稲やスイカの作付面

積が減少することによって、今後ますます家畜排泄物

が増加することが予測されますが、どのようにお考え

でしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 今２点ご質問をいただきました。申し訳ございませ

ん、１点目の質問内容、ちょっと理解できなかったも

ので、お願いいたします。 

 あと２点目については、先の定例会でもお話をさせ

ていただきましたとおり、尾花沢の肥育牛の一大生産

地ということで、今後も増頭の計画も伺ってございま

す。当然ながら、増頭となれば、排泄物も多くなると

いうことで、その処理について、やはり今の堆肥セン

タープラスアルファで考えていかなければならないと

いうふうに捉えてございます。先の定例会でもご説明

させていただいたとおり、排泄物の処理につきまして

は、さまざまな方法が考えられます。議員ご提案のバ

イオマス発電も、その方法の１つというふうに捉えて

ございます。今後先進地なども回らせていただきなが

ら、より尾花沢にあった、効果の高い処理方法という

ものを確立してまいりたいというふうに思ってござい

ます。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 最初のほうの質問、もう１回お願いします。鈴木由

美子議員。 

◎13番（鈴 木 由美子 議員） 

 最初の質問でしたけれども、本市の飼育牛は9,011

頭と報告されているんですけれども、今後バイオマス

発電を検討するにあたった場合、その活用できるのは

何頭くらいの牛の排泄物を活用できるとお考えかとい

うことをお聞きしたかったんですけれども。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 失礼いたしました。先の定例会でもご説明させてい

ただきましたけれども、現在、尾花沢の堆肥センター

で処理している堆肥の部分と、あとは畜産農家さん

個々で自家消費、及び自分たちで加工をしながら販売

している、取り引きをされている分と、さまざま状況

ございます。そのより効果の高い処理方法に向けて、

畜産農家の方からご意見を頂戴しようとしている最中

でございまして、今現在、手持ちの資料でお答えでき

るような内容はございません。以上でございます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木由美子議員。 

◎13番（鈴 木 由美子 議員） 

 分かりました。今後畜産農家さんと議論を重ねてい

かれるとのことでありますが、明らかに今の時点で、



田んぼの面積、水稲面積は減っています。なので、ス

イカの作付面積も米の作付けも減少している中でです

が、やはり牛糞が大量に出ましたら、それを肥料だけ

で使っていくのは、だんだん困難になるのではないか

なと思うところです。なので今回、こういった脱炭素

先行地域というものに名乗りをあげれば、少し糸口が

見つかるのではないかと思い、ご提案させていただい

たわけですが、１月13日に地域脱炭素移行・再エネ推

進交付金を柱とする、次年度のゼロカーボン施策につ

いてをテーマに、北村山３市議会の会派合同研修会を

開催いたしてまして、環境省の大臣官房、環境計画課

地域循環共生圏推進室室長補佐の土谷護さんという方

とウェブ会議で、いろいろお話をお聞きし、勉強会を

させていただきまして、尾花沢市の地域特性を活かし

たバイオマス、小水力、雪氷熱を活用して、ぜひ脱炭

素先行地域を目指してもらいたいというお話をいただ

いたんです。そしてお話をしていく中で、お父様が河

北町出身だということもありまして、私たちも気軽に

お話をさせていただいた経緯があるんですけれども、

ぜひ気軽にご相談いただきたいということであります。

この機会を逃さないで、このチャンスを生かして、実

際チャレンジしていただきたいなと思うところですが、

いかがお考えでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 環境エネルギー課長。 

◎環境エネルギー課長（本 間 孝 一 君） 

 脱炭素先行地域でありますけれども、地域を選定す

るにあたりましては、行政区単位、あるいは集落、ま

たは同一の制御技術等で電力の融通やエネルギー需要

の最適運用を行う施設群、または複数の地方自治体の

連携も可能ということでございます。そういったこと

から、さまざまな地域選定ということが考えられます。

その地域の中で、再生可能エネルギー全てで賄ってい

くという計画となりますので、再生可能エネルギーの、

エネルギーの事業者、それから地域選定となった地域

の方々のご協力なども必要となってくると思います。

その辺十分考慮しながら、今後調査してまいりたいと

思います。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木由美子議員。 

◎13番（鈴 木 由美子 議員） 

 いろいろ理由がおありなのかとは思うんですが、ま

ずそういった脱炭素、この制度の条件に合致するには、

今後本市の現状や、今後の見込みも含めた数値の精査

を行う必要があるとのこともあります。一般住宅や事

業所も含めた、全体のさらなる省エネを含め、省エネ

や再エネ設備設置の取り組みが必要となると考えられ

ますのでというご答弁を先ほどいただいたんですけれ

ども、こういったことを進めるためにも、ぜひ相談を

まず、気軽に相談をしていただくのが先じゃないかな

と思うところです。どうですか。市長のご所見はいか

がでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 ありがとうございます。ちょっと思いおこしており

ました。３年前の２月ですか、ある企業が除雪ボラン

ティアで尾花沢に大勢でおいでいただき、そして本当

に市民の高齢者宅、助けられました。その際に、この

社長さんも自ら来てくれて、そして新しいこの堆肥の

活用の仕方というのを私たちに話してくれました。そ

の後、私も要望活動で行った際に、会社のほうを訪問

させていただきました。そしてその詳細についてお聞

きしたいということで、農林課のほうでも、それを承

ろうとしていたんですけれども、会社側が今度は統合

されるとか、そういった形でゴタゴタしてたもんで、

ちょっとそちらとは中途半端になってしまったという

ような経過がございますが、その後、別の企業関係か

らですね、尾花沢の堆肥を今後のためにどういうふう

に活用していけばいいのかと。もちろんバイオ関係で

の発電というのもございます。それを農業に取り入れ

ていくにはどうすればいいのか。現在、農林課でも、

そちらのほうを検討している段階で、残念なからまだ

皆さんのところにご提示できないという状況にありま

す。 

 本来ならば、この令和３年度に、そちらのほうで、

堆肥を使って取り組んでいる事業を視察行こうという

ふうな計画も立てておりました。ただコロナの関係で

行くことができなくてですね、そして今後を考えた時

に、いつでも要請していただければ、その施設をご覧

いただくことができると。そしてそれによってこの尾

花沢で膨大に発生する堆肥が、別の意味で新しいエネ

ルギーを生み、そして新しい農業へとつながるような、

そういう活用ができるのではないかと、私としては大

きなヒントを得ているような感じがしております。で

すから、今後ぜひ議会の皆さんにおかれましてはです

ね、行政調査等で、先進地でそういうふうな形で取り

組んでいるところございます。そして行政視察してい

ただいて、私のほうにこういうのをやったらどうだと、

ご提言いただけると本当にありがたいと思います。そ



んなふうにしてですね、やっていないわけではなくて、

取り組もうとして、新年度においても研修に職員を派

遣するというふうなことを計画していこうというふう

に話ししているところでございます。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木由美子議員。 

◎13番（鈴 木 由美子 議員） 

 当局におかれましても、さまざまご検討されている

というお話をお聞きしました。今後ともコロナが収ま

ってからではちょっと遅いみたいな気がする、何かや

れる方法で、少しずつ前進させていただきたいなと思

います。県内では、飯豊町のながめやまバイオマス発

電所、山形新電力、さまざまありますので、身近なと

ころで聞いていただくのが一番の近道かと思いますの

で、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 次ですが、書かない窓口の導入についてであります

が、この尾花沢市におきましても、押印の見直しとか、

さまざま一歩ずつではありますが、前進させていただ

いていることは評価させていただきたいと思っている

ところでございます。この書かない窓口ということで、

申請者が申請書を書かなくてもさまざまなサービスが

受けられることに対しまして、こういうサービスの導

入につきまして、住民基本台帳システムを委託してい

るＴＫＣさんの協力が不可欠となると思います。こう

いったシステムを早急にシステム開発を要望する考え

があるかどうか、お伺いしたいと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。ご質問の内容は、今住民基本台

帳の管理で入っている業者さんと、新たなシステムを

開発するお考えはということかと思います。市長答弁

にもありましたように、かんたん窓口システムという、

その書かない窓口と同様のようなシステムの紹介と言

いますか、ご提示もありました。答弁にありましたよ

うに、現在のところ来庁者数、費用対効果を考慮しま

すと、単独でこれを受けるには、もう少し時間をかけ

て、その効果も含めて、それから日進月歩にこれは進

んでいくものと思います。国のほうでもどんどん進め

ていくと思われますので、当然補助等入ってくるかと

思います。その辺のところも見極めながら、検討して

まいりたいと考えております。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木由美子議員。 

◎13番（鈴 木 由美子 議員） 

 今後国のほうでも、標準化・共通化を進めていらっ

しゃるということではありますけれども、その前にで

すね、本市は来庁者数とか、費用対効果を考えますと、

これ優先順位は低いというふうに仰られて、判断され

てるということです。何を一番先に優先とされている

のかなとちょっと思うんですけれども。住民サービス

が一番かなと思っていたんですけれども、何を優先順

位の一番とされるんでしょう。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。仰るように、住民サービスとい

う点でも、さまざまな事業があろうかと思います。そ

れは私どもの課だけには限らず、例えば福祉の部分も、

今で言うと道路除雪含めてさまざまな住民ニーズがあ

ろうかと思います。そういったさまざまな事業をしな

ければならない事業の中にあって、こうした窓口のシ

ステムを入れるということが、もう少し後でも、後で

もと言いますか、世の中のこういったサービスの状況

を見ながらしてもいいのではないかというふうなつも

りでお話申し上げたところでした。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木由美子議員。 

◎13番（鈴 木 由美子 議員） 

 本市はやはり雪が多いということで、除雪などがち

ょっと足かせとなって、さまざまなこういった部分に

しわ寄せ来るのかなと思ったところです。そういった

中でありますが、国が令和７年を目標に進めているこ

とはあったとしても、今回、県内でもさまざまな市が

デジタルトランスメーションを進めるということで、

私は今回書かない窓口ということをちょっと提案させ

ていただいたんですけれども。南陽市では、行かなく

ても済む南陽市役所を挙げてらっしゃったり、さまざ

まですね、酒田市、鶴岡市におきましても、オンライ

ン上での市民参画プラットホーム拡充を進めるとか、

さまざま、また別な方向でデジタルトランスメーショ

ンを進めるというふうに決意していらっしゃるようで

す。今回、北見市の例を取り上げさせていただいたん

ですけれども、何が言いたかったかと言いますと、そ

ういった住民サービスの向上が一番の目的ではありま

したが、北見市では、新人職員が市役所の窓口を利用

する体験を通して、自分たちが利用者目線に立って考

えた結果を、若手職員の方が市長にプレゼンをして、

事業化されたというところに私はちょっと感銘を受け

まして、そういった自分たちが体験して、市民目線に



立って改良していくという考え方、そういったところ

を取り入れるべきなのではないかと思った次第です。

前例主義を乗り越えて行政改革を進めるとともに、行

政改革を進めるためには、トップダウンという考えで

はなくて、職員の誰でもが提案できる仕組み作りとい

うのが必要ではないでしょうか。市長と職員が気兼ね

なく語り合える場面づくりが必要ではないかと考えま

すが、いかがでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 総務課長。 

◎総務課長（加 賀 孝 一 君） 

 すばらしい提案をいただいたわけでありますけれど

も、本市におきましては、若手職員、それから係長、

主査、それぞれにおきまして、市長、副市長と対話の

場を作ってございます。それを研修の一環として今行

っておりますので、その際にも、さまざまな提案をい

ただいておりまして、それを施策に活かしているとい

う状況でございますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木由美子議員。 

◎13番（鈴 木 由美子 議員） 

 それを聞きまして安心いたしました。私も一応議員

の新人なので、いろいろこう感じる部分というのがあ

って、新入社員とか新入職員さんとかさまざま感じる

部分というのがあると思います。そういった部分を大

切にしていただいて、その新たな目線というものを大

切にしていただいて、ぜひ気軽に上司の方に語り合え

る場面づくりが必要だと思いますので、よろしくお願

いいたしたいと思います。 

 昨年視察させていただきました長井市におきまして

も、総合政策課の中に、デジタル推進室というのを設

けていらっしゃって、尾花沢でも似たようなことをさ

れているとお聞きしているんですけれども、この総合

政策課の中だけではちょっと問題解決できかねる、そ

の人数だけではできないということで、各課から１名

ずつ、14名の若手職員さんからそのデジタル推進室と

の兼務をしていただいて、さまざまな意見、考えを出

し合う体制にしているというふうにお聞きしてきまし

た。市長室の中にも大きいテーブルを置いていらっし

ゃって、そこで各課の職員様を呼んで会議できるよう

にしているということでもありましたので、ぜひそう

いったことも取り入れていただきまして、今後の市政

に、さまざまな考えを、たくさんの考えを取り入れる

方向でやっていただきたいなと思います。よろしくお

願いいたします。以上で質問を終わります。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 以上で、鈴木由美子議員の質問を打ち切ります。 

 ここで、昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

 

             休 憩  午後０時01分  

             再 開  午後１時00分  

 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 再開いたします。 

 次に５番 小関英子議員の発言を許します。小関英

子議員。 

〔５番 小関英子 議員 登壇〕 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 令和４年３月定例会、通告にしたがい一般質問させ

ていただきます。 

 始めに眼科検診の拡充について２点お伺いいたしま

す。 

 緑内障の周知徹底についてお伺いいたします。緑内

障とは目から入ってきた情報を脳に伝達する視神経に

障害が起こり、視野、見える範囲が次第に狭くなり、

部分的に見えなくなったりする病気です。しかしその

変化は非常にゆっくりで、かなり進行するまで自覚症

状がありません。ほとんどありません。しかもいった

ん障害された視神経を回復する方法は確立されていま

せん。緑内障は40歳以上の日本人の20人に１人、60歳

以上では10人に１人がかかると言われています。失明

原因の上位に上がる目の病気です。緑内障は早期発見、

治療の継続が不可欠です。３月６日から３月12日まで、

世界緑内障週間に合わせて、日本緑内障学会では、団

体や企業に協力をいただき、ライトアップイングリー

ン作戦を行っています。市民の方に緑内障を認識して

いただけるように、どのような取り組みを行っている

かお伺いいたします。 

 ２点目、緑内障の早期発見のために、視野検査の実

施についてお伺いいたします。令和４年度尾花沢市家

族健康診断の内容で、人間ドックの中に、希望により

追加できる検査に眼圧検査がありますが、眼圧だけで

は分からない場合もあります。市内に開業している眼

科医と連携をして検査をすることが、緑内障を含めた

目の病気の早期発見、早期治療につながると考えます。

今後の取り組みをお伺いいたします。 

 ２点目、いのちを支える健康対策についてお伺いい

たします。２点お伺いいたします。 

 コロナ禍で孤立を防ぐ対策。コロナ禍で約２年が経



過して、人と人との対面での交流が制限される中で、

孤立を防ぐために多くの施策が行われています。コロ

ナ禍だからこそ、スマートフォンやタブレット端末を

活用した見守りや介護予防の取り組みを行う考えはあ

るかお伺いいたします。 

 ２点目、メンタルチェック「こころの体温計」の導

入についてお伺いします。日々の生活で無理が続くと

心身のバランスが崩れやすくなります。パソコンやス

マートフォンを使って、ストレス度や落ち込み度をチ

ェックできるセルフチェックシステム「こころの体温

計」を導入する予定はあるかお伺いいたします。 

 次に３点目、文化の伝承についてお伺いします。 

 尾花沢市郷土カルタの作成についてお伺いいたしま

す。梺町公民館に尾花沢郷土カルタ、昭和８年作、尾

花沢尋常小学校編を書き留めている宝物があります。

昭和初期の尾花沢の様子が、いろはにほへとの順で表

記されています。この宝物を後世に残すため、絵札と

読み札を作成して、小中学校などで読み札の内容の学

習や、カルタ取りを行っていく考えはあるかお伺いい

たします。 

 ４点目、手話言語コミュニケーション条例の制定に

ついて、２点お伺いいたします。 

 手話言語の普及と情報コミュニケーションの保障に

ついてお伺いいたします。手話を言語として認め、手

話の普及と利用促進を目指す手話言語条例に加えて、

情報コミュニケーション支援が必要な障がい者の情報

保障や、コミュニケーション推進を目指してはどうか

お伺いいたします。 

 健常者と難聴者、ろう者と分け隔てなく手話を言語

として活用できれば、もっと生きやすい社会に変革し

ていけると考えます。手話言語コミュニケーション条

例の制定はあるかお伺いいたします。 

 ２点目、教育の場での手話によるコミュニケーショ

ンの推進についてお伺いします。コロナ禍のマスク生

活が続く中で、大きな声で歌うことができない状況で、

音楽を流しながらみんなで手話で歌を表現できれば、

新たなコミュニケーションが可能になります。今後、

小学校、中学校で取り組んでいく考えはあるかお伺い

いたします。 

 以上で質問席からの質問を終わります。前向きな回

答をよろしくお願いいたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 小関英子議員からは、大きく４点の質問をいただき

ました。順次お答えいたします。 

 初めに、緑内障の周知の取り組みについてですが、

現在市では毎年市民を対象に、すこやか健診や人間ド

ック、75歳以上の方には後期高齢者健診を実施してお

り、その検査項目の１つとして眼底検査を行っていま

す。眼底検査では、緑内障のほか、網膜剥離、糖尿病

性網膜症、眼底出血等が診断されますが、さらに令和

２年度からは、緑内障についてより詳細な判定ができ

る眼圧検査を人間ドックのオプションとして検診項目

に追加し、希望する方は毎年受診できるようにしてお

ります。 

 市民の皆様には、緑内障だけでなく高血糖や動脈硬

化から起こる網膜症の危険性や、生活習慣病を起因と

する目の病気について、健診結果説明会や健康教室な

どで周知を図っており、令和２年度は170名、令和３

年度は182名の方が人間ドックの際に眼圧検査を受診

されています。その結果、うち９名の方がさらに精密

検査が必要と判定され、眼科専門医の受診に結びつい

ているようです。 

 次に、緑内障の早期発見のための視野検査について

お答えします。 

 本市で実施している健診は、先ほど述べたとおりで

あり、緑内障が疑わしい場合には視野検査やＯＣＴ検

査を専門機関で受診いただいております。この検査は

特殊な精密機器を用いるため、短時間に大勢の方を検

査する集団健診での実施は難しく、機器を操作する専

門医も必要となり、簡単に実施できるものでもござい

ません。また、視野検査は一般的に緑内障の障害程度

や進行具合、治療の有効性の判定等に活かされるよう

です。健診への導入については専門医の理解も大切で

す。そのため市では、今後ともより多くの皆様に緑内

障という病気を知っていただき、早期発見につながる

よう情報発信や健診受診率の向上に努めてまいります。

そして、異常所見があった際には速やかに精密検査を

受けていただけるよう、検診後のフォローも丁寧に行

いながら、緑内障をはじめとする病気の早期発見、早

期治療につなげてまいります。 

 次に、いのちを支える健康対策についてお答えしま

す。 

 コロナ禍における孤立を防ぐ対策についてですが、

本市では高齢者の見守り対策の１つとして、ひとり暮

らしの高齢者宅を定期的に訪問し、安否確認や食事の

提供を行う配食サービスを行っております。また、各

地区の民生委員、福祉ネットワーク事業において、登



録している協力員による訪問や安否確認を実施してお

ります。介護予防に関しては、65歳以上の高齢者を対

象とした運動機能の維持、向上や認知症予防のための

介護予防教室の開催や介護予防の普及啓発を行うため

に、各地区公民館でおたっしゃ教室を開催しておりま

す。 

 スマートフォンやタブレット端末を活用した見守り

や介護予防の取り組みについてですが、先に山形県が

タブレット端末を活用した「通いの場」の実証事業を

行っています。その検証結果によれば、一番のメリッ

トはコロナ禍においても、家にいながらにしてタブレ

ット端末を通じ、通いの場や百歳体操に参加すること

ができるとのことです。しかし、高齢者の方はタブレ

ット端末に触れる機会が少なく、使い方やどういった

時に使用すればよいか分からない、アプリの使用方法

が分からないなどの、操作面で抵抗を感じる方が多く

いま 

す。導入に関しての課題もありますので、サポート体

制を充実しなければ導入は難しいものと考えておりま

す。また、タブレット端末の購入やポケットＷi－Ｆi

の利用料など、導入には多額の費用が見込まれること

から財源の確保も課題です。 

 先に述べましたとおり、本市では、見守りに関する

事業や介護予防教室などを実施しておりますが、ご提

案のタブレット端末等を活用することで、高齢者が自

立した日常生活を営むことや、お年寄りの居場所づく

り等につながるのかという点を十分に検証することが

必要です。今後は市民の意向や本市で導入した場合の

効果等を検証しながら、今年度から派遣いただいてい

るスマート自治体推進アドバイザーの助言もいただき、

見守りや介護予防のための、タブレット端末導入の実

証実験にも取り組んでいきたいと考えております。 

 また、すでに実施している緊急通報システムとタブ

レット端末や、スマートスピーカーなどの機器を組み

合わせた見守り活動等の事業が展開できないかなど、

他の自治体の事例等も研究し、検討してまいります。 

 次に、メンタルヘルスチェック「こころの体温計」

の導入についてお答えします。 

 「こころの体温計」は、スマートフォンなどからア

クセスし、ゲーム感覚で誰もが気軽にストレス度をチ

ェックできるものとして、県内では５つの自治体のホ

ームページ等に掲載されています。医学的に診断する

ものではありませんが、ストレスの程度やこころの健

康に関心を持っていただくためのコンテンツとなって

おり、チェックの結果に応じたさまざまな心の相談先

が掲載されているようです。そのため、心に不安を感

じた場合にどこに相談できるのか、相談先を知るきっ

かけになっているようです。現在、長期間にわたる新

型コロナウイルス感染症との戦いで、誰もが心のバラ

ンスを崩しやすい状況にあるため、本市では対面相談

に加え、電話での相談やスマートフォン等の画面を通

したオンライン相談を実施し、心のケアに努めていま

す。また、今月は自殺対策強化月間となっていますの

で、ワクチン接種に来ていただいた方に、こころの健

康相談ダイヤルの紹介や、「心配する気持ちを、ただ

伝える。それが、いのちを支える為に、はじめにでき

ること。」という、自殺の危険を示すサインに気付き

適切な対応を図ることができる人、いわゆるゲートキ

ーパーの役割を促すメッセージの入ったティッシュペ

ーパーを配布しながら、いのちを支える大切さを市民

へ周知しています。 

 「こころの体温計」は、気軽にストレスチェックが

できるコンテンツではありますが、パソコンやスマー

トフォンに馴染みのない高齢者にとってはなかなか難

しいものです。本市には心に不安を感じた時に、誰も

が安心して相談できる相談窓口があることを広く市民

に周知を図るとともに、周囲の人がちょっとした異変

に気付くことのできる地域コミュニティを作り上げる

よう努め、地域全体であったかい支援ができるようゲ

ートキーパーの育成にも取り組んでまいります。 

 次に、文化の伝承についてお答えします。 

 尾花沢郷土カルタについてですが、梺町公民館に残

る尾花沢郷土カルタは、尾花沢に関連する諸事象を、

いろは47文字を頭にして、五七五でつくられた詩のよ

うです。昭和51年に手帳に記録されているものが発見

され、広く知られるものとなりました。 

 その成り立ちは、昭和８年、当時の尾花沢尋常高等

小学校高等科２年生の郷土研究の成果として作られた

もので、当時の尾花沢町の様子をうかがい知るととも

に、今でいう中学２年生の生徒たちが、熱心に学習に

取り組んだことが感じ取れる大変貴重な史料と捉えて

おります。絵札と読み札を製作して後世へ伝承すべき

とのことですが、平成14年度に、商工会空き店舗利活

用支援事業に取り組んだメンバーを中心に絵札が製作

され、現在は市内デザイン会社が所有しているようで

す。 

 次に、手話言語コミュニケーション条例の制定につ

いてお答えしますが、教育の場での取り組みについて

は、教育委員会より答弁いただきます。 

 本市では、ノーマライゼーションの考えのもとに障



がいの有無にかかわらず、全ての人が一般社会の中で

自分の意思に基づき、自分らしく住み慣れた地域で安

心して生活ができるよう、尾花沢市障がい者福祉プラ

ンを策定し、地域共生社会を目指した取り組みを進め

てきました。また、このプランをより一層推進すると

ともに、障がいを理由とする差別の解消についての基

本理念を定めた、尾花沢市障がいのある人もない人も

共に生きるまちづくり条例を昨年度制定しております。

手話言語条例は、手話が言語であるという認識に基づ

き基本理念を定め、手話に関する施策を総合的かつ計

画的に推進しながら、ろう者とろう者以外の方が共生

する地域社会の実現を目的とするもので、現在、県内

では山形県と２つの市町で制定されています。 

 本市としても、手話は大切な言語として認識してお

り、市制施行60周年記念式典の際にも手話を取り入れ

ています。これまで社会福祉協議会が年に４、５回の

手話教室を開催してきましたが、参加者も減少してお

り、市民の手話への認識は高くないと感じています。

また、近年はコロナ禍の影響等により、開催できない

状況が続いております。しかし、障がいの有無に関わ

らず共生する社会を築くためには、より多くの方に興

味を持っていただくことが大切であると思います。そ

のためにも、昨年制定した条例やプランをさらに周知、

浸透させることで、子どもから大人まで手話を知る機

会を設けてまいります。 

 また、手話に限らず、音声、点字などのコミュニケ

ーションツールは、個人の障がいの特性によって多種

多様に存在します。近年は携帯電話をはじめとするデ

ジタル媒体が普及し、文字を打ったり、アプリを活用

するなど、手軽で使い勝手の良い方法も出てきていま

す。手話が身近になることは良いことですが、条例の

制定にこだわらずに、まずは、今日のＩＣＴのツール

も活用するなど、さらに円滑なコミュニケーションが

とれるような環境の整備を図り、障がいのある人もな

い人も、地域で安心して生活ができる社会の実現に向

けて取り組んでまいります。以上、答弁とさせていた

だきます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 私のほうから、教育の場での取り組みについてお答

えいたします。 

 手話は、障がいを抱える方々の生活を支える大切な

コミュニケーションツールです。小中学生に限らず、

機会を捉えてその内容について学ぶことは、障がいの

ある人もない人もともに生きる地域社会を実現する手

段として大切なことです。学校の教育活動は、年間の

指導計画をもとに実施しており、手話も含めてコミュ

ニケーションの手法について学ぶことは、学級活動や

総合的な学習の時間などで実施可能です。 

 このような学習については、次の２つのことが大切

であると考えています。 

 １つ目は、学ぼうという意欲を持った子どもたちを

対象にした学びの場にすること。２つ目は、知識や経

験の豊富な方や専門職の方などの協力を得ることです。 

 特に、地域の方々の協力を得ながら教育活動の充実

を図ることは、県や国としても重視していることであ

り、子どもたちの学びに協力可能な地域の人材や指導

いただける内容等については、随時、情報を得られる

よう努力していきます。その中で、各校の求める学び

に応える内容や講師がいらっしゃれば、各校で積極的

に協力いただくことが可能になります。 

 手話も含めて、地域全体で力を合わせて、子どもた

ちを育てるため、多様な学習の場を設定することにつ

いては、今後も大切にしていきたいと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 自席から再質問させていただきたいと思います。初

めに眼科検診の拡充についてお伺いいたします。市長

のほうからも答弁ありましたが、眼圧、あと眼底の検

査のほうも健康診断のほうにオプションで入っている

ということもお伺いして、より一層、検診の内容が充

実しているということは、大変にありがたいことです。

しかし、やはり専門のところで見ていただくというこ

とが大事なのかなと思います。埼玉県のふじみ野市で

は、令和２年から市内の眼科医と連携し、自己負担

1,000円で、46歳と56歳の方を対象にして費用の助成

をして、専門科医による緑内障の検査を開始されてい

るという事例があります。市長の答弁のほうにもあり

ましたが、眼科医の協力、理解も大切だということが

ありますが、今後、地元の眼科医と連携してしていく

考えはありませんでしょうか。あと、その中で、集団

健診の中で検診することは難しく、機器を操作する専

門医も必要となり、簡単に実施できるものではないと

いう答弁もありましたので、やはり専門医としっかり

と連携をして早期発見につながるような対策が必要か

と思いますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 健康増進課長。 



◎健康増進課長（永 沢 八重子 君） 

 お答えいたします。緑内障の検診につきましては、

やはり専門的な検査が必要だということで、医療機関

専門の先生方との協力が不可欠でございます。今ご紹

介ありましたとおり、全国では、緑内障検診を導入さ

れているところもあるようですけれども、まずは先ほ

ど市長の答弁にもありましたとおり、検診導入には眼

科の先生のご理解が何より不可欠であると思っており

ますので、今後緑内障検診に対する眼科の先生の考え

をお伺いするような機会を設けられればなと思ってお

ります。その上で、今後の検診対策としてどういった

方法があるのかというところも含めて検討してまいり

たいと思っております。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 説明ありがとうございます。本当に専門分野であり

ますので、専門医の理解が一番大事なところだと思い

ます。やはり、早期発見のためには、しっかりと検査

できることが大事だと思いますので、今課長も言われ

たように、眼科医の方と協議できる機会を設けたいと

いうことがありましたので、ぜひしっかりと協議をし

ていただいて、専門医の方からの理解をいただいて、

尾花沢市でもしっかりと助成をしていただきながら、

専門の検査をしていただければなと思います。検査の

内容も市長が言われたように、ＯＣＴ検査とか、本当

に大事な視野検査とかがあります。視野が欠けてしま

うと、そこは治療によって戻るものではありません。

そしてまた、人間の目は、本当に脳は大変優れており

まして、仮に左目のほうが視野が欠けたとしても、右

目のほうで見ているのを脳のほうでしっかりと感知し

て、それを補って見えるようにしているということで、

視野が欠けたということに気づくのが本当に遅くなり、

本当に見えないと気づいた時には、かなり進行してし

まって、視野が戻るということはないので、やはり早

期発見、そしてまた治療の継続が必要だと思いますの

で、そのためにもしっかりと市内の眼科医の方と協議

していただいて、市民のためにしていただきたいと思

いますけど、いかがでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 緑内障の件について、詳しくお話いただいておりま

すけれども、実際私も、今緑内障のお医者さんにかか

って、ずっと治療を続けている方知っています。もち

ろん、すこやか健診、人間ドック等も今までその方ず

っと受けてきました。しかし、眼底検査や眼圧を測っ

て、そして再検が必要であるというチェックがあった

際に眼科に足を運んで、あとは眼科医との治療を専念

していかなければ、これは検診でどうこうなるもので

はなくて、本当に地のついたしっかりとした対応をと

っていかないと進行してしまいます。ですから、やは

り眼科医に足を運んでいただく。そのためのこのすこ

やか検診、人間ドックで、そして再検してくださいと、

早く行って対応してくださいというふうに市民の皆さ

んにお知らせしていく。それが一番大事なんじゃない

だろうかと。その上で眼科医と綿密な打ち合わせのも

とに、その治療にしっかりあたっていただく。そうで

ないと、市のほうでそれをやれるかというと、そこま

ではできないと思います。やはり眼科医の指示にした

がって対応をとっていく。目薬も全て違ってきますし、

そういったことも多分議員はご承知の上での質問だと

思いますんでね、ぜひそういうふうな形で、これから

も進めていったほうがいいのではないかと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 市長の言うとおりだと思います。実は私も今、緑内

障の症状が出ておりまして、点眼の治療、約10年続け

ております。実際私が眼科医に行くきっかけになった

のは、老眼が進んだと自分で思って、それで行って検

査した時には、やはり視野が欠けているということを

そこで初めて知りました。それで今回、ふじみ野市の

ほうの取り組みとして、46歳と56歳という年齢設定が

ありましたので、そういうオプションがあるといって

も緑内障が大変な病気だと気付かないとオプションも

選ばないし、あと眼底の検査だけではなかなか見つけ

られない部分があると思いますので、より専門的な検

査を早い時点できちんとできるというのが一番大事だ

と思いますので、ぜひ市内の眼科医の方と協議をして

いただいて、良い方向に進めていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 次に、いのちを支える健康チェックということで、

セルフチェックこころの体温計ということで、内容に

よって専門医につなげられるというのがありますが、

ホームページのほうに上げている自治体も多いようで

すので、やはりそういうきっかけとなるようなツール

にはなるのではないかなと思いますけれど、導入のお

考えはいかがでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 



 健康増進課長。 

◎健康増進課長（永 沢 八重子 君） 

 こころの体温計につきましては、先ほど答弁にあり

ましたとおり、県内でも、５つの自治体が導入してお

りまして、全国的には導入されている市町村がかなり

あるような状況のようでした。ただやはり、若い人は

スマートフォンから気軽にできるんですけれども、な

かなか高齢者については、スマートフォンに慣れてい

ないということもありまして、馴染めない一面もある

かと思いますので、やはり心に不安が生じたような際

につきましては、いつでも保健師のほうで相談にのっ

たりしておりますので、何か不安なことがあれば、気

軽に市の相談窓口に相談いただければと思っておりま

す。その際には、さらに必要に応じて、いろんな専門

機関への相談につなげるというようなこともできます

ので、まずは気軽に相談をいただければなと思ってい

るところです。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 課長が言われるように、気軽に相談できる体制がや

っぱり一番大事なのかと思います。そこがやはり一番

大事なところだと思いますので、今回、市長が言われ

たように、３月は自殺対策強化月間ということで、や

はりティッシュにメッセージを挟んで、市のほうでも

しっかり対応されているということで今回教えていた

だきました。本当に心というのは目に見えないところ

でありますので、ここにもあるんですけれど、違和感

に気付いたら声をかけてみると。お互い気にかけてあ

げるということもやっぱり大事なことになるのかなと

思いますので、私自身もしっかりと気を付けていきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 次に、スマートフォンやタブレットを使って見守り

ということで、岩手県野田村では、のんちゃんネット

ということで、各世帯にタブレットではないんですけ

れど電話機に画面が付いているものがあって、それで

村内の方々は、自由に電話をかけられるということで、

無料でかけられるということで、しっかりと相手を見

ながらコミュニケーションが取れるという対応もされ

ているようです。一昨年、岩手県岩泉町のぴーちゃん

ねっとということで行政調査させていただいた時に、

専門の光回線を使われているということで、本体は無

料でレンタルされているということでした。ＩＰ対応

ということで、これも町内であれば、その本体がある

方であれば電話で、また画面を見ながら話ができると

いうことと、あと行政からの動画を配信していて、こ

の運動不足にならないようにということの対応もされ

ているようでした。市長の答弁にも、今尾花沢では緊

急通報システムということをしっかりと対応されてお

りまして、以前だと固定電話回線の使用のみだったん

ですけれども、今年度から携帯電話にも対応している

ということをお聞きしましたので、やはりそこもしっ

かりと対応して、拡充していただいていることに本当

に感謝いたします。でもやっぱり、そういった画面を

見て話できるということも、大変大事だなと思います

が、財政面もとありますが、具体的にどのような調査

研究を今現在されているかお伺いしたいと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（永 沢   晃 君） 

 現在このタブレットというものに対しては、やっぱ

り少しハードルが高いのかなというふうに考えていま

す。今改めて、各自治体でシステムを使ったり、こう

やっているというふうなことで、それぞれが国の支援

とかをもらいながらやっているということですけれど

も、今ある社会資源として、例えばうちのほうでは、

スマートスピーカーということで先ほど市長からもあ

りましたけれども、そういうふうなものが、例えば家

にある家電をネットワークでデジタル化にしてしまっ

て、誰々に電話してほしいというふうなものについて

も、そのスピーカーに向けて声を認識していただくと

電話もかかるとか、例えば電話があってスマートフォ

ンもある、そういうふうなものをデジタル化でネット

ワークを組んでしまって、それを生活の利便性につな

げていけないかというふうにも捉えております。です

ので、改めてタブレットを全員に渡すようなことでな

くて、今ある社会資源を活用する方法の１つとして、

このスマートスピーカーというものを実証できればな

というふうに考えています。ただ、たぶんタブレット

よりはハードル低いとは思うんですけれども、この言

葉が認識できるかとか、特にそのお年寄りの方言なん

かがどういうふうにＡＩで認識されるのか、まだ分か

らないところもあります。ですので、そういう部分も

含めた、ちょっと実証を来年度あたりでやっていけれ

ばと思っています。積極的に進めているのは、今日本

郵政さんも地域貢献の形としては進めておりますし、

当市のほうではソフトバンクさんのほうとも連携して

おりますので、その際は、ぜひ社会資源を活用するよ

うな取り組みをしていきたいと思っています。以上で

す。 



◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 やはり多様にシステムがあるからこそ、今課長が言

われたように、改めて新しいものということではなく、

今あるものを活用していくということは、本当に財政

的なことも考えた上でだと思いますし、あとやはり使

う方の使い勝手がいいのは何なのかということを検証

し見極めることが大事なんだと思いますので、ぜひし

っかりと検証していただきまして、尾花沢市に合った

システムをぜひ構築していただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、文化の伝承についてお伺いいたします。 

 今市長のほうからもありましたが、平成14年に商工

会空き店舗利活用支援事業で取り組んだ方が、あの絵

札を作成されたというのがありましたが、どこで保管

されて、その平成14年の後には活用されたと思います

が、どのような形で活用されていたか。そしてまた、

私自身梺町の公民館でその模造紙を見たのが、15～16

年前だったと思いますけれども、その時は今回のよう

にカルタ作成とまではちょっと気持ちがいかなかった

んですが、今回大石田町のほうで郷土カルタを作った

というニュースを見た時に、そういえば梺町にこうい

うのがあったということをちょっと思い出して、区長

さんに同行していただいて、見せてもらったところで

した。昭和初期ですので、私が知らない時代の尾花沢

が本当に表現されておりましたので、これからそれを

大事にしていく必要があるのではないかなと思います

ので、保管されていた経緯と、どのように使われてい

たか。そして、今後どのように活用を考えているか、

お伺いいたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   敏 君） 

 当時制作したカルタでございますけれども、商工会

の空き店舗利活用事業ということで制作しておりまし

て、制作した方がお持ちのようでございます。通常サ

イズのカルタと、あとＡ３判サイズのカルタの２種類

がございまして、丁寧に保存されているところでござ

います。その作られた方にお聞きしたところ、作った

当時は、小学校などでカルタ大会などをして活用して

いただいたというところだったんですけれども、今現

在は、その後は事務所のほうでカルタを保存している

ということで、お話のほうお聞きしたところでござい

ます。 

 今後ですけれども、もとなり君の図柄が入っている

カルタでございまして、そのカルタをどのように活用

していくかということでございますけれども、市の各

種イベントございますけれども、そういったイベント

ですとか、あとは各地区などでもカルタとり大会、あ

とは芭蕉、清風歴史資料館で、この間まで雪をながむ

る尾花沢展を開催したところだったんですけれども、

その中で、とんと昔を語る会であったり、あと昔の遊

びということで、凧作りですとか、コマ回しなども予

定していたところだったんですけれども、コロナの関

係でちょっと実施できなかったというとこもあります

けれども、そういった中でもカルタとりなどもやって

いければなというふうに考えているところです。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 カルタにもとなり君がデザイン化されているという

ことで私も見せていただいたんですけれども、とても

インパクトがあるカルタで、そしてその絵札を見ると、

読み札のほうの意味がすごく分かりやすい表現で書か

れているなと思いました。今後の活用についても、イ

ベント等で活用していきたいということでありますが、

カルタは１組ずつになるんでしょうか。Ａ３判と通常

のと１組ずつのカルタになるんでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   敏 君） 

 確認したところなんですけれども、通常サイズと、

あとＡ３判のサイズのものが１組ずつということでご

ざいます。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 １組ずつというと、大人数で仮にカルタとり大会を

するという時には、ちょっと厳しいのかなというか、

本当に１組だと人数的には少ないのかなと思いますの

で、やはり小学校とか中学校とかでみんなでこうカル

タ大会をするには、複数印刷してみんなでカルタ大会

をするとか、あとＡ３判のカルタに関しては、雪まつ

りで雪中カルタ大会とか、そういうのをできるのでは

ないかと思いますけれど、いかがでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   敏 君） 

 今現在１組ずつということでございまして、制作し



た方に確認をしてからになると思うんですけれども、

増刷してもいいとかということであれば増刷しながら、

いろんなイベントで活用できるものについては活用し

ていきたいなというふうには考えているところです。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 確認していただいて、やはり多くの方でカルタ大会

をできればよろしいかなと思います。今、雪まつりで

雪中カルタという提案もさせてもらったんですけれど

も、商工観光課のほうではいかがでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 ありがとうございます。過去にこのＡ３判のカルタ

を用いて、雪まつりの会場でカルタをやったという、

私担当ではなかったですけれども、記憶がございます。

ですので、雪まつりですとか、これからまた復活して

やるであろうイベントの際に活用できるのか、ちょっ

といろいろ検討していきたいと思います。ありがとう

ございます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 昭和８年当時の尾花沢の生活状況がすごく分かるカ

ルタになっていると思いますので、ぜひ、多くのイベ

ントで尾花沢にある宝物を後世につなげていっていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 もう１点、カルタについてですけれど、やはりこの

カルタの内容で昭和初期の尾花沢の様子が分かるとい

うことで、なかなか今の生活とは違う様子も描かれて

います。当時の尾花沢尋常高等小学校高等科、今で言

えば中学校２年生の生徒たちが、熱心に学習に取り組

んだことの賜物だということもありますので、ぜひそ

のカルタの内容についても、１つの学習の場として尾

花沢の当時を知る資料として、学習するようなことは

できないでしょうか。お伺いいたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 今回、尾花沢郷土カルタを取り上げていただいて、

私は非常に嬉しく思います。昭和51年ですか、梺町の

学者というか、もうすごくこういった物を大事にして

ですね、文献なんかもすごく大事にしておられた方で

す。私もいろんなお話をお聞きいたしましたけれども、

本当にそのカルタの詩を見ても、例えばいろはのいの

初めに、「古の歴史を誇る尾花沢」すごいなと思って、

ずっと見ていくと、「尾花沢6,000人で1,000戸」とか

ね、その当時の尾花沢の状況が見えてくるんですよね。

ですからこれですぐカルタ大会というのはできるんで

すけれども、そうじゃなくて、これは地域の文化だと

思うんです。たぶんこれに取り組む時には梺町の自治

会の皆さんも、力を合わせて取り組んだんじゃないか

なと思います。ですから、この詩を今の子どもたちが

把握できるかというと、かなり難しい部分ございます。

例えば念通寺なんてあるわけですから、そんな中で、

「元禄の栄華を語る念通寺」とかね、非常にこうなん

ていうか、ああすごいなというふうに、分かりやすい

言葉で子どもたちに説明してあげて、この子どもたち

に尾花沢の歴史に触れていただくというほうが先なん

じゃないかなというふうに思うんですね。そういった

ところは、学校のほうでも教育委員会を中心にして、

これはいいねと言って、子どもたちに触れさせていく

ことはできると思います。その上で、行事の時にこれ

をカルタ大会しましょうかとか、そういうふうになっ

ていくと思うんで、その前段で、まず私たち市民もで

すね、ぜひこのカルタに接した上で、尾花沢の当時を

偲びながら、そして馴染んでいただく。そちらを先に

やっていったらどうなのかなというふうにずっと思っ

ていました。そういったことも含めて、その先にいろ

んなカルタ大会とか、これを地域でやりましょうとか、

やはり地域の文化を大事にしていきたい、そういった

ところもご理解いただきたいと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 本当に市長が言われるように、当時の尾花沢市が偲

ばれる、またそして昭和51年の当時に手帳に書かれて

いたことが発見され、そしてそれを残してくださって

いたからこそ私たちの目にもとまったということを、

私自身もそういうふうにすごく感じたところです。あ

とやはり市長が言われるように、しっかりと当時の尾

花沢を理解し、そしてこれから後世に伝えていくとい

うことが大事なところになるのかなと思いますので、

ぜひ教育委員会のほうでも取り組んでいただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 教育長。 

◎教育長（五十嵐   健 君） 

 先ほどから貴重な資料の提案ありがとうございます。



このカルタ、先ほど市長言ったように、学習の資料と

して私はすばらしい資料だなと思っています。資料と

いうのは、これを１つひとつ学習する、その教材の１

つにするのではなくて、尾花沢の歴史等の学習のその

過程の中の一資料として、これは活用できるなと思っ

たところです。ですので、これそのものを教材とした

コマを作って授業を取り上げていくというものではな

くて、学習の中で活用していくと、そんなふうな活用

ができるだろうなと思いました。ただ、カルタを使っ

た遊びというのは、また学習とは別の過程で、遊ぶ道

具として使えるかなと思いました。いろんな活用の方

法を検討しながら、できるところで活用していくとい

うことで考えていきたいと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 ぜひ本当に尾花沢を知り、そして後世に伝えていっ

ていただけるようにいろいろ検討、協議していただい

て、進めていっていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 次に、手話言語コミュニケーションについてお伺い

いたします。 

 市長も言われましたけれども、山形県、また中山町、

新庄市のほうで、手話言語条例が制定されております。

2006年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関

する条約で、手話は言語であると明記され、日本でも

2011年に障害者基本法の中で、手話の言語性を認めら

れています。しかし理解が十分に進んでいるとは言い

難く、未だろうあ者が生活の面で、手話のコミュニケ

ーションに困ることが多いと思われます。日本財団で

は、ＡＩ、人工知能を活用した手話学習ゲーム「手話

タウン」を2021年９月23日の手話言語の国際デーに正

式にリリースして、東京都府中市立若松小学校の４年

生の授業で採用されています。2021年３月に府中市手

話の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例が

制定されたのを機に、府中市では年間を通じて手話授

業をカリキュラムとして取り組んでいるというのがあ

ります。尾花沢市では、先ほど市長からありましたけ

れども、条例の制定にこだわらず、今日のＩＣＴのツ

ールを活用するなど、さらに円滑なコミュニケーショ

ンが取れるように環境の整備を図っていくということ

がありますが、１つのツールとありますが、そういう

中で、やっぱり小さい子どもたちに手話を知ってもら

うということも大事なことかなと思います。先ほど教

育指導室長のほうからも、学習については、学ぼうと

いう意欲を持った子どもたちを対象に、また２つ目は、

知識や経験の豊かな方や専門職の方などの協力を得る

とあります。地域の方々の協力を得ながら教育活動を

していくことが大事だということがありましたが、そ

のきっかけを作っていくというのが大事だと思います

ので、手話をどんな形で生活に取り入れていけるか考

えていらっしゃいますでしょうか。お聞きしたいと思

います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 学校のほうの観点から申し上げたいと思います。先

ほどの繰り返しになる部分もありますけれども、学校

の教育計画というのは、年間の計画通して立てられて

おりますので、何かいいものがあったからといって、

ぽんというふうに入れたことによって、連続性が消さ

れるわけにいきません。学習内容、それから対象にな

る子ども、その学ぶ時期などの計画を立てた上で年間

の教育計画を行っております。ですので、学校によっ

てその狙い、発達段階に応じて、それを用いて教育活

動にあたろうというふうな時期、内容については異な

ってくる場面がございます。ですので、我々としてや

れることとしては、その求められた時に、地域、そし

て教育委員会として、教育体制、提供できる指導内容

や指導体制が整っているというふうな環境づくりが必

要かと思っています。学校の求め、時期に応じて、応

えられるような体制づくりに努力していきたいという

ふうに考えております。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 ありがとうございます。やはりその時と、教育関係

だけでもなく、年次計画というのがやはり組まれてい

ると思いますので、今すぐどうのこうのということで

はないんですけれども、やっぱり手話が１つのツール

として使える、使っていくということが大事なのでは

ないかなと思います。 

 あと聴覚は障がいでだけでもなく、加齢によっても

聞こえにくくなることもありますので、手話が日常的

に使えるような社会環境であれば、そういう加齢、高

齢になって聞こえなくなったと言っても、今は聞こえ

なくなったというと、筆記とかあると思いますが、そ

ういうことに対してもみんなが手話で会話することが

できれば、聴覚障がい者だけでなく、みんなが本当に

コロナ禍であるからこそ、マスクをしていても、大き



い声あげれなくても、手話で会話ができればもっとコ

ミュニケーションができるのではないかなと。また、

ろう者の方に関しても、健常者の方も手話を覚えてい

れば、もっと自分の表現ができて、また理解できると

いう、そういう社会ができていれば、聴覚障がい者の

方も生きやすい社会でまちづくりができるのではない

かと思いますが、コロナ禍だから手話の研修会もちょ

っとできない状況だというのはお聞きしていますけれ

ども、私自身も前に講習会に参加させていただいて、

ろう者の方が講師となって、しっかり教えていただい

た記憶があるので、そういう交流も大事だなと思いま

すので、コロナ禍でありますが、今後状況を見ながら、

ぜひ手話教室、講座を復活させていただきたいと思い

ますけれど、いかがでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 手話教室については、尾花沢市社会福祉協議会のほ

うで、２年前までは年４～５回ほど教室を行っており

ました。コロナ禍のため、なかなか開催できませんけ

れども、手話をやっぱり言語として活用するには、最

善なる言語でもございますので、高齢者にとっても大

変重要かと思いますので、今後手話教室のほう再開に

向けて検討していきたいと考えております。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 コロナ禍でマスクをしてそういう生活をしている中

だからこそ、手話で表現できるというのは、ちょっと

離れた方にでも大きい声を出さなくてもコミュニケー

ションをとれる１つのツールだと思いますので、ぜひ

よろしくお願いしたいと思います。大変ありがとうご

ざいました。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 以上で、小関英子議員の質問を打ち切ります。ここ

で10分間休憩いたします。 

 

             休 憩  午後２時00分  

             再 開  午後２時10分  

 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 再開いたします。 

 次に９番 鈴木 清議員の発言を許します。鈴木清

議員。 

〔９番 鈴木 清 議員 登壇〕 

◎９番（鈴 木   清 議員） 

 通告にしたがい、一般質問させていただきます。私

の質問は大きく２つです。 

 １つ目は、コロナ第６波、休園・休校についてです。

コロナ禍３年目の今年は、第６波のオミクロン株がこ

れまでにない猛威を振っており、本市の小中学校の休

校、保育施設の休園が出ています。以下６点について

お尋ねいたします。 

 ①保育施設、小中学校の感染者数はいくらか。クラ

スターにはなっていないか。②全国では、保育施設で

の感染のリスクを心配した預け控え、特に０歳児があ

るといいますが、本市ではどうでしょうか。③12歳以

上の子どもたちのワクチン接種は、どの程度進んでい

るか。また５歳～11歳の小児接種は、県からの情報、

副反応事例や有効性データなどを受けて、どのように

行う考えか。④政府は園児の可能な範囲でのマスクの

奨励という方針を打ち出しましたが、保育施設での実

施の状況はどうでしょうか。⑤自宅療養者で食料、日

用品に困っている人への提供体制はできていますか。

⑥休園、休校で出勤できない保育園、小学校の保護者

に、小学校休業等対応助成金の制度がありますが、手

続きが簡略化されてきましたが、活用状況はどうでし

ょうか。 

 大きな２番目です。日中友好協会の活動について。 

 ①本年は1972年の日中国交正常化から50周年にあた

りますが、本市の日中友好協会の活動の現状と課題は

何でしょうか。②令和２年10月に、尾花沢市商工会女

性部が英語、中国語訳の「おもてなしハンドブック～

インバウンド対応～」を、コミュニケーションのツー

ルとして出版しました。私も参加させていただきまし

たが、やはり日中両国の友好は、相互の言葉の理解が

重要と考えます。インバウンドの観光にもつなげられ

るよう、中国語講座を開設してはどうでしょうか。 

 質問は以上ですが、答弁によりまして自席にて再質

問させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 鈴木清議員からは大きく２点について質問いただき

ました。順次お答えいたします。 

 第６波に係る休園、休校等についてお答えします。 

 初めに、保育施設と小中学校の感染者数についてで

すが、市内で感染が急拡大した今年１月以降２月末ま



でで、園児の感染者数は28名、保育士等は７名となっ

ています。また、小中学校の児童生徒の感染者数は13

名、そのほか学校関係者は３名となっています。 

 次に集団感染、いわゆるクラスターについてお答え

します。クラスターとは小規模な患者の集団のことで、

厚生労働省による明確な定義はないようですが、目安

としては、１ヵ所で５人以上発生し、接触歴が明らか

な場合となっています。この基準に当てはめると、本

市においては、保育所の２施設においてクラスターが

発生したものと受け止めております。 

 次に、保育施設における預け控えについてお答えい

たします。本市では、令和４年度の入所決定通知書を

１月中に送っていますが、この間、保護者等から新型

コロナウイルス感染症のリスクを危惧するような相談

はなく、預け控えの心配はないと考えています。 

 次に、子どもたちへの新型コロナワクチン接種につ

いてお答えします。 

 初めに、12歳から19歳までの子どもたちの接種率で

すが、国や県が公表している接種率と比較しますと、

全国平均は75.1％、山形県が84.3％、本市は85.3％と

なっていますので、本市における10代への接種は順調

に進んでいるものと考えています。 

 次に、５歳～11歳の小児接種については、１月21日

にファイザー社の小児用ワクチンが国の薬事承認を受

け、３月から接種開始予定とされています。本市では

できるだけ接種しやすいよう、休校となる春休みや土

日での接種を計画しており、１回目を３月26日に、２

回目を３週間後の４月16日に実施する考えです。よろ

しくお願を申し上げます。 

 12歳以上と同様に集団接種で実施しますが、小児科

専門医師を配置して実施する計画です。保護者の皆様

には、ワクチンの効果や安全性、副反応など、接種に

対する不安もあるとは思いますが、第６波において県

内で多くの保育施設や小学校でクラスターが発生して

いることや、ワクチン接種で重症化リスクが軽減され

ることなど、正しく理解し接種の判断をしていただけ

るようお願いしてまいります。市では、ワクチンの安

全性や有効性等の情報提供に努め、希望する方が安心

して接種を受けられるよう体制を整えてまいります。 

 次に、保育施設での感染対策についてお答えします。 

 初めに園児のマスクの着用については、０歳から２

歳児は窒息などのリスクが高まる危険性があるため、

マスクは着用せず、３歳児以上は今であれば、雪遊び、

給食、お昼寝、おやつの時間以外はマスクを着用して

もらっています。これは、令和４年２月15日、厚生労

働省発出の新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａに記載

されているもので、本市でもその内容に沿って保育を

実施しています。 

 園における感染対策としては、マスクを外す場面に

特に気をつかい、給食の際は黙食の徹底と、子どもた

ちが向かい合わせにならないよう座り方を工夫したり、

お昼寝も間隔をあけて布団を敷いています。また、保

健師からの助言もあり、歯磨きやうがいの実施につい

ては現在控えるようにし、なるべくマスクを外す機会

を減らすようにしております。保育施設等の職員は、

常に感染の危険性があることを認識しつつ、手指や机

の消毒は次の行動に移る際には必ず行ってもらってい

ます。園児の皆さんには、当分不便な生活を強いるこ

とになりますが、マスクや消毒をすることで、安全な

生活が送れることを分かりやすく説明しながら、今後

も保育にあたってまいります。 

 新型コロナウイルスに感染した自宅療養者について

ですが、感染者の情報は県で把握しているものであり、

市では感染者の情報を把握することは困難で、誰が自

宅療養しているかは把握できない状況です。県に確認

したところ、自宅療養されている方に対しては、自宅

療養者の意向を確認し、希望する方へ療養日数分に応

じた食料や日用品を無料で提供しているとのことです。

そのため、自宅療養者から市に対して物資等が不足し

ているといった連絡はありませんが、相談があった際

には、安心して療養できるよう、心の支援も含め、療

養者の方々に寄り添った対応に努めてまいります。 

 小学校休業等対応助成金の活用状況についてですが、

この助成制度は、保育所や小学校等の臨時休業に伴い、

子どもの世話を行うために仕事を休まざるを得ない保

護者に対して、有給休暇を取得させた事業主を対象と

した、休暇中に支払った賃金相当額を支給するもので

す。 

 感染拡大の第５波以前の本市における感染状況は、

休園、休校までに至らなかったため、この助成制度の

対象要件には該当せず、市内事業所での制度活用はあ

りませんでした。また、第６波として感染が拡大して

いる現状で、市内事業所にも確認したところ、「制度

自体は知っているが、通常の有給休暇で対応している

ため、活用していない」との回答でした。しかし、該

当する保護者も増加傾向にあり、かつ、就業規則等に

基づく有給休暇での対応が困難な事業所もあると思わ

れますので、令和４年５月31日までの申請期限までに

改めて市報やホームページ等で周知するなど、希望に

応じて休暇が取得できるよう、制度の周知に努めてま



いります。 

 次に、本市の日中友好協会の活動状況についてです。 

 中国との交流活動については、尾花沢市国際交流協

会の活動に位置付けておりますが、当協会は平成４年

度に設置され、中国だけに限らず、全ての国と交流を

深め、国際親善、友好関係の発展に寄与するため、友

好及び交流進展のために諸事業を行うことを目的に活

動しています。これまで、山形県日中友好協会「県民

のつばさ」訪中団への参加をはじめ、外国から嫁いで

来られた方への日本語教室や料理教室の開催、おばな

ざわ花笠まつりの花笠おどり大パレードへの参加を通

じて、外国人と地域住民の相互理解と交流活動に取り

組んできました。しかし、海外から嫁いで来られた方

が地域生活に馴染むにつれて、本市協会の自主事業へ

の参加者は減少し、さらには指導者の高齢化なども相

まって事業の実施が困難な状況となり、現在は、おば

なざわ花笠まつりの花笠おどり大パレードへの参加が

主な活動となっています。今後、国際交流に係る事業

を本市単独で推進していくためには、協会運営に積極

的に関わっていただける方々を中心に、組織の再構築

が必要です。 

 このような中、令和３年度からは、山形連携中枢都

市圏における連携事業に在住外国人支援事業が位置付

けられ、各市町や協会等が実施する在住外国人を対象

にした事業やイベント、地域住民を対象にした国際理

解講座などの多様な交流活動に参加できるようになり

ました。今後は、広域的な連携をさらに図りながら、

中国だけでなく異なる文化や価値観を持つ世界の人々

との交流に取り組んでまいります。 

 次に中国語講座の開設についてですが、コロナ収束

後のインバウンド観光に効果を発揮するものと考えま

すが、実施にあたっては、市民のニーズ調査や講座の

開設に伴う受講者及び講師の確保といった課題をクリ

アしなければなりません。社会教育、生涯学習の支援

としては、任意団体が講座を開設し、運営するにあた

り、生涯学習団体に登録することで、既存の登録団体

と同等に施設の使用料の減免や周知、広告の支援がで

きます。そのほか、活動内容や実態に応じて支援の方

法などを検討いたします。ぜひご相談いただければと

思います。 

 現在、新型コロナウイルス感染症による海外からの

旅行客数に制限があり、２年前の２月20日以後は、中

国からの観光客は激減していると思われます。アフタ

ーコロナを考えた上で、インバウンド対策を考えてい

きたいと思います。以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木清議員。 

◎９番（鈴 木   清 議員） 

 私はこのたび、議長の許可をいただいて、資料を１

枚配らせていただきました。第６波のオミクロン株の

猛威ということで、保育施設だけでなく、高齢者の施

設も多くなっているんですけれども、今回は子どもの

施設、保育園、小中高と、子どもを対象に絞って質問

させていただきたいと思います。 

 最初に質問したいのは、私の資料で見ていただくと、

山形新聞によりますと、クラスターの確認状況で、保

育園が一番になっておりまして、次いで小学校、中学

校がなぜかとても少なくなっています。まずお聞きし

たいのは、なぜ保育施設が急に増えているのか。お分

かりであれば、原因をちょっと教えていただきたいと

思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 お答えいたします。保育園については市長答弁のと

おり、適切な対応をしているかと思っております。保

育園で感染する、またはクラスターが発生する、こう

いうことになると、保育園自体に問題があると思われ

がちですが、その前に家庭での対応や、仕事を休めな

い状況等、社会全体の問題でもございます。集団行動

の保育園に預けるより、その前の対応が肝要かと思わ

れます。親御さんの方の勤務先の理解や、父親、母親

の役割についての固定観念、近年はそうでもありませ

んが、今も根底では根強く続いている、まさに固定観

念ですね、親が見なければならない、母親が見なけれ

ばならない、英語ではアンコンシャス・バイアスとい

う言葉を使っておりますけれども、これを除いてです

ね、保育については、家庭、地域、職場、行政が一体

となって対応していく必要があると考えております。

以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木清議員。 

◎９番（鈴 木   清 議員） 

 大変すばらしい分析だなと思って、今聞かせていた

だきました。子どもを保育園に預けなければ働けない

状況、労働環境状況がバックボーンとしてあるのでは

ないかということを仰っていただきました。また私は

12歳から未成年のワクチン接種始まっていますが、先

ほどの答弁で尾花沢も85％接種しておりますが、小児

接種というのがこれから始まるということで、ワクチ



ン接種が始まっていないということもあるのかなと思

っております。 

 もう１つ私思うのは、子どもたちは死亡数は少ない

ですけれども、陽性であっても無症状の感染者の割合

が多いということが言われております。以前デルタ株

であれば、40％の無症状の感染者がいたと。これに対

して、オミクロン株については、80％～90％の無症状

者がいらっしゃるということで、無症状が誰なのかは

分かりませんけれども、実際の陽性の感染者数よりも、

ずっと多いんだということがあるのではないかなと思

います。 

 もう１つ付け加えたいのは、保育園の配置基準であ

ります。日本の場合は、外国と比べて保育士１人に対

する人数というのが大変多くなっています。３歳児だ

と日本の場合は20人に１人、４歳児だと30人に１人、

30人学級です。イギリスの場合は、３歳以上は８人に

１人、４歳児も８人に１人ということで、割合がかな

り違っていて、狭いところの３密の状態というふうに

は言い過ぎですけれども、狭いところで生活している

というのもあるのかなと思いますけれども、それにつ

いてはいかかですか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 確かにですね、密を引き起こしての保育になってい

ることは、重々承知しておりますけれども、先ほど市

長答弁にありましたとおり、保育施設においては、手

指消毒など、感染対策を徹底して対応している次第で

あります。いろんな工夫をしながら対応しております

けれども、その園児数に対しての保育士の数について

はですね、まさに児童福祉法に則って対応しておりま

すけれども、その場合によっては人を増やしながら、

もしくは園児数を調整しながら対応してまいりたいな

というふうに思っております。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木清議員。 

◎９番（鈴 木   清 議員） 

 今仰られたように、コロナ禍における対応をしてい

かなければならないというのは同感です。 

 次に質問したいと思いますけれど、小中学校が圧倒

的に少ないのはなぜでしょうか。ちょっとお尋ねした

いんですけれども。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 学校から報告いただきながら、分かっているところ

だけで申し上げたいと思います。本市でもいくつか学

校関係者の感染出ておりますけれども、学校内の感染

ほぼほぼありません。ほぼほぼというより、ありませ

ん。行っていただくと分かりますけれども、教室内の

換気、日常的な換気、ずっとやっています。食事の際

も同じ方向を向きながら食べるとかというふうなこと

について、徹底してやっております。中学校のほうが

なぜ小学校より少ないかと、保育園のほうがなぜ多い

のかと言ったら、それだけの接触の機会がやはり多い、

少ないというふうな年齢との関係が相関として出てい

るのではないかというふうに考えております。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木清議員。 

◎９番（鈴 木   清 議員） 

 ありがとうございます。高校生の場合は、遠征があ

ったり、大会に参加したりと、いろいろ接触する機会

があって、中学生はそうでなく、換気に努めていると

いうことを仰られました。今年度から換気を、ＣＯ２

を測る機械を導入すると言われておりますけれども、

どういうふうに活用する考えですか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 こども教育課長 

◎こども教育課長（坂 木 良 一 君） 

 あのＣＯ２の測定機器に関するご質問ですけれども、

今回、教育委員会のほうで、コロナ対策の緊急対策と

して、各学校のほうにＣＯ２の測定器のほうを導入し

ております。現在全体として75台ほど購入し、各学校

のほうに配備しておりますけれども、その中で、二酸

化炭素の測定をしながら、ある程度の目安を超えた場

合については、常時換気をするというふうな体制をと

っているところです。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木清議員。 

◎９番（鈴 木   清 議員） 

 換気の二酸化炭素濃度の基準というのが、1,000ベ

クレル以下というふうなことになっていまして、１時

間に２回換気するようなことが言われておりますので、

ぜひ徹底していただきたいと思います。 

 それから②で質問した預け控えというのは、全くな

いと。都会で多いという現象のようです。感染のリス

クを心配した保護者が、預けようかどうしようかと悩

んでいる状態があり得ますけれども、本市ではないと

いうことです。 

 次に③ですけれども、小児ワクチン接種をこれから



どう行うかというのが、次の議題になってくると思い

ます。12歳以上20歳未満の未成年のワクチン接種は、

本市は85.3％と、全国平均よりも進んでいるようです。

大変すばらしいと思います。これから始まる小児接種

について、５歳から11歳までということで、いろいろ

注意していかなければならないと思います。現在、新

聞等を見ますと、保護者が不安になっていると。子ど

もたちをいかに守るかということで、できるだけ早く

接種して安心したいという気持ちはあるけれども、副

反応や、将来健康に害する影響はないかどうかという

点が心配なようです。これに対して心配を取り除くた

めにどんなふうに考えていらっしゃるでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 新型コロナウイルスワクチン接種対策室長。 

◎新型コロナウイルスワクチン接種対策室長 

（永 沢 八重子 君） 

 小児の接種につきましては、３月からの開始予定と

いうことで、これから本格的に国内で開始されること

となっております。保護者の方々は、接種をどうする

かということで、いろいろと不安を抱いているかと思

います。今回対象となる方につきましては、３月３日

に接種券のほうを個別に郵送させていただいておりま

す。その中に厚生労働省から出ております、新型コロ

ナワクチン接種についてのお知らせというものを同封

させていただいております。その中には、ワクチンの

効果であったり、また安全性ということ、あと接種し

た場合にどういう副反応が何％ぐらい出てくるのか、

といったような内容のお知らせを同封させていただい

ております。いろいろと不安な面もあるかと思います

けれども、そういった情報を見ていただいて、接種す

るかどうかというところをよく考えて判断していただ

ければと思っております。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木清議員。 

◎９番（鈴 木   清 議員） 

 ただ今仰られた、接種するかどうかの判断を家庭で

判断していただきたいということで、ワクチン接種は

任意だということで理解してよろしいでしょうか。  

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 新型コロナウイルスワクチン接種対策室長。 

◎新型コロナウイルスワクチン接種対策室長 

（永 沢 八重子 君） 

 ワクチンにつきましては、あくまで任意接種であり

ますので、強制ではございません。そこは十分ご理解

いただきたいと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木清議員。 

◎９番（鈴 木   清 議員） 

 あくまでも任意であって、全員がしなければならな

いんだということではないと。そのために、厚生労働

省からのデータがあり、県の担当者からもデータが各

自治体に届けられているというふうなことであります。

そのデータの中身ですけれども、副反応の事例も載っ

ているし、ワクチンの有効性のデータも載っていると

いうふうなことです。厚生労働省のホームページ見て

も、なかなか私がデータを処理しきれない、理解しき

れなくています。本当に、将来的に健康には影響しな

いのかというデータなんかは、日本ではまだこれから

ですので、ないと思いますけれども、全て海外のデー

タでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 新型コロナウイルスワクチン接種対策室長。 

◎新型コロナウイルスワクチン接種対策室長 

（永 沢 八重子 君） 

 今示されておりますデータにつきましては、あくま

で国外で行われたもののデータをもとに、厚生労働省

のほうから提示されているものでございます。国内の

ほうは、これから本格的に接種が始まっていきますの

で、国内のデータにつきましても、今後だんだんとデ

ータとして示されていくのではないかと思っておりま

す。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木清議員。 

◎９番（鈴 木   清 議員） 

 小児ワクチン接種に関しては、昨日あたりのテレビ

を見ていますと、どんどん接種を進めていきましょう

というふうなキャンペーンになってきているなと思い

ます。例えばこういうふうに言われております。「お

家の人のおじいちゃん、おばあちゃんなど、大切なひ

とを守るために早く打ちましょう。」「思いやりワクチ

ンですよ」「親孝行ワクチン」という言葉も出ており

まして、周りの人のために接種すべきだというふうな

ことが出ているなと思うんですけれども、本来はその

子どものための接種ではないのかなと私は思っている

んですけれど、どう思いますでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 新型コロナウイルスワクチン接種対策室長。 

◎新型コロナウイルスワクチン接種対策室長 

（永 沢 八重子 君） 

 ワクチンの効果につきましては、やはり基礎疾患の



あるような、重症化リスクのあるお子さんに対しては、

有効であるというふうに言われておりますので、まず

第一は、打たれるお子様のためのワクチンであると思

っております。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木清議員。 

◎９番（鈴 木   清 議員） 

 私の考えでは、データを提示して、リスクがあれば

リスクをきちんと判断していただく材料も提示して、

あくまでも保護者、家庭の判断を尊重するというふう

にしていただきたいと。そうでなくて、同調圧力で

「みんなやってるからしないといけないんだ」という、

そういうふうにしないでいただきたい。人によって基

礎疾患のある方ということもありますし、それぞれで

す。実は私も２回目の接種のときに、１時間後にかな

り胸が痛くなりまして、立っていられなくて、寝てい

ざるを得なくて、これもしかしたら心筋梗塞の前触れ

みたいなことなのかなと思って、コロナのワクチン接

種で死んでしまうのは情けないなと思いながら横にな

っておりまして、治りましたけれども、リスクという

のは必ずあるのではないかと思っております。実際に

太っている人、高齢者、いろいろ基礎疾患ある人は危

ないんだというふうに言われてましたとおり、２回目

に危なかったので、３回目をどうするかは、私の判断

が必要になってきます。私の家族の中でも、長女が19

歳ですけれども、アトピーで、卵、魚、そば、いろい

ろ食べれないので、ワクチン接種が怖いと。まだ打て

ていない状況です。若い人は陽性になっても無症状で

いられるということもあって、みんなと同じように私

はしないというふうになっています。家族の中でも、

一番心配したばあちゃんは大丈夫だと。それぞれなの

で、家族で話し合っている状況です。小児接種をする

保護者の皆さんは、さまざま心配が湧き出てくるよう

なので、それに応えるような情報を提供していただい

て、どんなワクチンでもリスクはあるんだということ

も提示しながらしていただきたいなというふうに思っ

ています。 

 小児接種の場合は母子手帳を持参していただいて、

何週間前に何したということをきちんと見ていただい

て、医師の判断で打つか、打たないかをチェックする

機能があるようです。同調圧力だけはないように、急

がないといけないけれども慎重にというのが私の考え

ですけれど、市長、いかがでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 今かなりの方がですね、コロナのワクチンの接種を

やっていただいております。強制していることはまず

ないと私は確信しております。そして、接種にいらっ

しゃった皆様方が、接種終わって帰られるときに、

「いや、これで安心だ。」というふうに言って帰られ

ますし、私も本当に、私の不注意から感染したわけで

すけれども、３回目を接種していたので、本当に軽く

て済んだんだなというふうに思います。もし接種して

いなかったらどうなっていたのかなというふうに考え

ると、ちょっと怖い面もありますけれども、もちろん

持病をお持ちの方々、いろんな理由で、接種を今回は

控えたいという方もいらっしゃると思います。かとい

って、接種していないからといって、その方々を差別

化するような、そういったことも一切ないと思います

し、今後もそういうふうな形で、しっかりと市のほう

でも対応していきたいというふうに思っています。 

 今予約開始というふうになると、市役所に朝からお

いでになる方々、電話で申し込みなさる方、ネットで

申し込みなさる方々、みんなそれぞれ、さあ行けとい

う感じで、もう皆さんおいでなりますけれども、非常

にスムーズに予約なっているなというふうに思います。

先月開始だと言ったときに、市役所の１階は大変な状

態になりました。あの時のことを考えるとですね、回

を重ねるたびに非常にスムーズになっている。そして

前にも議員の皆さんに申し上げましたけれども、接種

の際には、健康増進課をはじめ、そして各課から応援

をいただいて、職員の皆さんが本当に一生懸命手伝っ

てくれております。そのおかげで、非常にスムーズに

接種が終わっている。そういったことも、皆さん方も

ご理解いただいていると思いますけれども、本当に私

からも、そういう機会あるたびにですね、労苦を労う

ように私は心がけているところでございます。議員か

らもぜひ、そういうお言葉をいただけると、私はあり

がたいというふうに思っています。そんなふうにして

ですね、議員の皆さんも、くれぐれも本当に感染しな

いようにご注意いただいて、まだワクチン接種なさっ

ていない方はよくお考えいただいて、早目に接種して

いただけると、なおいいのかなというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木清議員。 

◎９番（鈴 木   清 議員） 

 今市長が仰られたとおりだと思います。本当に頭が

が下がる思いでいます。それとはまた別に、こういう



市長さんもいらっしゃいます。急がせない市長さんの

例です。大阪の泉大津市の市長さんが、全員に接種券

を配るのではなく、希望した人にのみ送付するという

やり方が出てきております。市長の言葉はこういうふ

うに言っています。「子ども向けはデメリットのほう

が多い。極めて慎重にやらないと危ない。啓発をやっ

ていくのが接種主体者である市の責任であると、しっ

かりお伝えしていきたい。それぞれの選択は尊重され

るべきだ。厚生労働省も了解している。」というふう

なことで、全員ではなく希望者にというやり方もある

ようです。どっちが正しいかは、私の頭では判断でき

ませんけれども、急ぐ必要もあるというのもそのとお

りであります。ただし、同調圧力だけはかけないで、

いろんなデータを伝えて、判断していただくのが必要

ではないかと思います。 

 次の④の質問になります。厚生労働省が可能な範囲

でのマスク推奨が必要だということで、先ほどの市長

答弁では、３歳児からのマスク着用を実施していると

いうことです。私の調べた範囲でも、２歳児までだと、

かなりマスクが苦しくて取って投げてしまったり、舐

めたり、噛んだり。大変苦しいというのは、私たち大

人も感じるように、マスクというのは辛いことになり

ます。さらに保育園の現場では、どんな苦労をしてい

るかというのを、ぜひお聞かせいただきたいなと思い

ます。いかがでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 お答えいたします。現場のほうでは、マスク着用に

ついては、かなり苦労しているようでございます。や

っぱり褒めたり、みんなで一緒にマスクをしていこう

ということでありますけれども、保育士の方に聞きま

すと、なかなか強制できるものでもないですし、一番

辛いのはやはり園児の顔が見れない、全く分からない

状態で、赤ちゃん組から入っている園児はマスクはほ

とんどしていませんけれども、３歳児から入ってきた

園児については、なかなか顔が見えなくて保育をして

いる。これがもう２年も続いているということで、な

かなかこう表情が見えないということは、保育に関し

ても厳しいものがあるというふうに聞き及んではおり

ます。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木清議員。 

◎９番（鈴 木   清 議員） 

 大変、大切なことを仰っていただきました。顔が見

えない、表情が見えないところで現場は苦労している

と。子どもたち同士も同じです。喧嘩しても、何して

もコミュニケーションが取れなくなっています。保育

士の先生方からすれば、体調把握ができなくて、具合

悪いのか、良いのか、心配だというふうなことがある

そうです。コミュニケーションが取れない、表情が分

からない、体調把握ができないといったことで、この

コロナ禍で子どもたちが大変苦労しているというのを、

研究者がある実験をしています。子どもの発達に関し

て、認知、発達、コミュニケーション能力の発達が、

コロナ前と今でどのくらい違うかということを数字で

出しているのが、アメリカのブラウン大学の先生方で

す。コロナ以前を100とすれば、今コロナ禍で78しか

コミュニケーションが取れてない、認知の発達に重大

な問題があるということで、今後ウィズコロナで、ど

うやってこれを改善していくかということをテーマと

して研究しているようです。今までの新しい生活様式

というので、そのままでいいかどうか、もっと工夫し

なければならないのかというのは、今後研究を要する

課題だというふうに大学の先生は言っておられるよう

です。 

 次にいきます。⑤の自宅療養者に対して、食料品、

日用品の提供はということで、先ほど県の対応はちゃ

んとなされているということで安心しましたので、割

愛して、次にいきます。⑥の小学校休業等対応助成金

制度は、まだ利用者がいないという状況です。私の調

べた新聞記事によりますと、本当は今年の３月で期限

終わっているんですけれども、それを６月末まで期間

を延長するという発表があったんですけれども、先ほ

どの答弁では５月31日まで申請とありましたが、６月

ではないでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 お答えします。この小学校休業等対応助成金につい

ては、相談窓口等々につきましても、６月30日となっ

てございます。ただ当初２月に一番最初に公表された

ものについては、令和４年５月31日までの申請期限と

なっておりましたが、その後延ばされたものでござい

ます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木清議員。 

◎９番（鈴 木   清 議員） 

 了解しました。この制度が最初の年からあったんで

すけれども、活用が少ないということで、最初の年の



時も私聞きましたが、なかなか使い勝手が悪いと。何

が悪いかというと、勤務先で応じてくれないというこ

とが大きなネックでしたけれども、今度新しく変わり

まして、勤務先が申請しなくても、個人で直接、国、

都道府県の労働局に申請ができるというふうに変わり

ました。その申請に対して、ただし８割の支給になる

と。今までは勤務先を通じていくと10割支給で１万

5,000円だったのが、８割の支給になって１万2,000円

に減ってしまうというふうな問題があるようです。こ

れをうまく活用できるように、いろいろ工夫しないと

いけないなと思っておるんですけれども、先ほどの答

弁によりまして、園児と小学生合わせて41名になりま

すので、保護者もそれの倍ぐらいいらっしゃると。80

人の方がこれに該当するわけですので、ぜひ使い勝手

のいい制度にしていただいて、周知をお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 先ほどの市長答弁の中にもございますけれども、必

要な情報、今の制度の周知ということについては、事

業所様も通じて当然周知を図ってまいりますし、あと

市報、ホームページ等でも詳細について周知できるよ

うに努めてまいります。以上でございます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木清議員。 

◎９番（鈴 木   清 議員） 

 周知をお願いしたいと思います。子どもたちには、

家庭の居場所が必要ですし、保護者も安心して休めて、

子どもの世話をできるようにしていただくことが大事

だと思いますので、よろしくお願いします。 

 次の質問になります。日中友好協会についてですが、

1972年というのは、私中学３年生でしたので、国交正

常化ということで、周恩来さんと田中角栄首相ががっ

ちり握手したのが目にまだ残っております。今年は中

国でオリンピック、パラリンピックがなされておりま

して、50周年を契機に、もう一度日中友好を進めてい

ただきたいというふうに思っております。岸田首相と

習近平国家主席が電話会談をしまして、習近平さんは

こういうふうに言っています。「国交正常化50年で、

初心を振り返り、互いに歩み寄り、両国関係の新たな

発展の前途を開くよう希望する。」というふうな発言

しております。秋には日本に来日するようですけれど

も、それとは別に、民間の交流というのが非常に大事

だなと私は思っております。50年前に友好協会ができ

て、そのあと20年経って、1992年に先ほどの国際交流

協会ができたというふうに仰られました。そのあと日

中友好協会の催し物はたくさんありまして、中国語講

座をやられたり、日中友好のつばさで中国に私も行か

せていただいて、スイカ博物館とか、記念館とか行か

せていただいて見学してきました。日本も中国も自由

に行き来できる、お互いに言葉を通じて話できるとい

うのがとても大事だなと思っております。日本の漢字

は中国が源流ですので、やはり中国の文化を勉強した

いなといつも思っておるところです。日中友好のつば

さが10年ぐらい経って、そのあと全く空白状態だなと

思っています。先ほどの答弁では、花笠のパレードに

参加してもらっていると、それが主な活動であると仰

られました。それも大事だと思いますし、言葉を通じ

て理解するのも大事ではないかなと思っています。私

個人的には、ニーハオクラブというのを作りたくて仕

方なかったんですけれども、20年経ってしまいまして。

そのサークルを作って、市民のニーズや、それから講

師を紹介していただいたりして、一歩一歩進めていき

たいなと思っています。今年の友好協会の全日本中国

語スピーチコンテストで、山形市の県職員の女性が最

高賞をもらっています。その言葉が、「千里の道も一

歩から」ということわざを通して言っておりまして、

少しずつ言葉を覚えていきたいなと思っておりますの

で、また相談をさせていただきたいと思いますので。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木議員、質問をお願いします。 

◎９番（鈴 木   清 議員） 

 はい、質問は、商工会の女性部のパンフレットで、

インバウンド対応ということでもありましたけれども、

これからどういうふうに利用していく考えか、ちょっ

とお尋ねしたいと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 お答えいたします。令和３年度に商工会女性部さん

がお作りになりました「おもてなしハンドブック～イ

ンバウンド対応～」ということかと思いますが、今銀

山温泉の各旅館ですとか、そういうところでお使いに

なっていると聞いてございます。以上でございます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 鈴木清議員。 

◎９番（鈴 木   清 議員） 

 女性部が積極的なパンフレットを作って、指差しで

もできるようなパンフレットができていますので、そ



ういった点でインバウンド対応もこれからも活用して

いただきたいと思います。以上で、私の質問を終わり

ます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 以上で、鈴木清議員の質問を打ち切ります。 

 本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

大変ご苦労様でございました。 

 

             散 会  午後３時02分  


